
宗
教
語
体
の
白
壁
性

1
5本
の
場
合

構

ケ

谷〈
鋭
綴
大
学

は
じ
め

l
i
i
自
律
性
の
意
味
お
よ
び
そ
の
根
拠

(1) 

宗
教
団
体
の
白
律
性
に
つ
い
て
、
ま
ず
泉
純
判
り
に
日
本
の
場
合
に
つ
い
て
、
報
告
し
た
い
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宗
教
陪
体
の
自
律
と
は
、
宗
教
岡
山
体
が
他
か
ら
(
主
と
し
て
悶
家
か
ら
)
の
関
与
・
千
捗
な
し
に
そ
の
繁
務
や
活
動
や
人
事
な
ど
会

の
決
定
を
執
仔
し
た
り
そ
の
決
定
に
議
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

宗教E主体の自律性一日本の場合(審請ヶ谷)

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
四

O
条
に
よ
り
そ
の
構
成
断
筑
紫
と
さ
れ
た
ワ
イ
マ
!
ル
護
法
一
三
七
条
一

「
各
宗
教
図
体
は
す

べ
て
の
入
に
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
制
限
の
範
関
内
で
、
独
立
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
し
、
か
つ
管
理
す
る
。
宗
教
団
体
は
、
民
ま
た

は
市
民
的
市
町
村
の
協
力
な
し
に
、
そ
の
役
機
会
授
与
す
る
」
と
規
定
し
て
、
宗
教
関
体
の
日
律
権
が
憲
法
の
明
文
に
よ
っ
て
保
隊
法
」

れ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
関
体
に
自
律
擦
が
保
隙
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
異
論
が
な
い
。

そ
の
根
拠
は
、

二
条
の
保
降
す
る
結
社
の
白
取
お
よ
び
憲
法
二

O
条
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

憲
法

条
の
結
社
の
・
日
仰
の
保
織
は
、
団
体
が
悶
体
と
し
て
の
意
思
を
形
成
し
、
そ
の
意
忠
実
説
の
た
め
の
諸
活
動
に
つ
き
公
権
力



に
よ
る
干
渉
を
受
け
な
い
こ
と
(
密
体
自
体
の
自
由
)
を
内
認
す
る
と
と
も
に
、
同
体
の
自
治
的
活
動
の
自
由
を
内
註
す
る
か
ら
、
成
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原
剥
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
し
る
c

ま
た
、
宗
教
自
体
に
関
し
て
は
、
布
教
の
白
山
闘
を
保
附
ナ
る

践
の
選
択
、
役
職
員
の
任
免
、
内
部
規
律
の
問
題
等
に
つ
い
て
公
権
力
の
介
入
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
自
治
的
措
謹
に
委
ね
ら
れ
る
の
を

二
C
条
も
そ
の
根
拠
と
し

て
学
げ
ら
れ
る
。
信
教
の
臼
誌
は
、
内
心
に
お
け
る
信
仰
仰
の
自
由
、
宗
教
上
の
行
為
の
民
自
な
ど
が
そ
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
が
、

仰
を
日
間
じ
く
す
る
者
が
教
会
や
教
団
な
ど
の
宗
教
関
体
を
結
成
ナ
る
白
山
加
、
す
な
わ
ち
宗
教
上
の
結
社
の
泊
出
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解

さ
れ
る
し
、
宗
教
出
体
が
自
ら
の
教
義
等
を
決
定
す
る
自
治
な
い
し
宗
教
語
体
の
自
律
権
は
、
信
教
の
自
由
の
保
障
と
い
う
涼
則
か
ら

〈

3
)

直
ち
に
演
縛
さ
れ
る
性
糞
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
、
従
来
主
と
し
て
可
法
権
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
一
行
政
権
や
立
法
権
と

て
も
間
離
と
な
る
事
項
で
あ
る
。

の
関
わ
り
に
お
い
て
も
大
い
に
問
問
題
と
な
る
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
被
主
括
宗
教
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
括
宗
教
自
体
と
の
関
係
に
お
い
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以
下
に
お
い
て
、
司
法
権
と
の
関
係
を
裁
判
例
を
紹
介
し
な
が
ら
報
告
し
、
立
法
俄
・
行
政
権
と
の
関
係
を
宗
教
法
人
伝
改
正
の
問

題
を
例
に
取
り
な
が
ら
簡
単
に
触
れ
、
最
後
に
孟
括
関
係
に
お
け
る
被
包
括
宗
教
法
人
の
自
律
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

(1)

枇
指
数
回
体
を
め
ぐ
る
紛
争
に
関
進
し
宗
教
印
刷
体
の
自
律
〈
自
律
性
な
い
し

8
律
織
な
ど
)
や
宗
教
問
問
体
の
紛
争
と
潟
法
織
の
枇
戦
闘
(
法
律
上
の
争
訟
伎
な
ど
)

に
つ
き
、
多
く
の
論
文
が
発
表
さ
れ
ぞ
い
る
。
そ
の
う
ち
主
な
も
の
を
識
す
げ
る
と
次
の
と
お
や
で
あ
る
。

盟
主
宰
湾
宗
教
団
体
内
線
の
紛
争
と
後
判
所
の
泰
粉
織
什
i
轡
法
教
一
一
一
一
一
分
八
一
言
一
回
目
方
六
九
一
宇
一

4

菩
甘
え
さ
三
一
一
六
u
v
i七
員
三
九
八
二

年
)
、
問
「
審
判
織
の
桜
田
介
i
間
体
b
M
治
の
尊
裁
と
の
関
係
か
ら
l
」
「
議
後
災
事
訴
訟
第
二
義
」
一
一
良
ご
九
人
問
年
て
佐
官
補
陣
三
一
小
川
教
同
体
内
滋
紛
争
と
後
処

分
」
「
訴
=
災
務
院
州
事
訴
絞
縫
筏
一
開
閉
晶
暗
い
↓
一
二
七
百
H

〈
↓
九
人
二
年
〉
、
安
武
敏
炎
「
{
示
日
数
釣
創
刊
断
事
項
い
い
隠
す
る
一
考
察
〈
上
ご
判
例
評
論
一
一
一
二
五
号
二
資

〈
一
九
八
六
年
)
〈
{
泳
教
法
印
刷
突
入
制
判
所
仰
は
)
、
校
滅
雄
事
「
宗
教
ょ
の
地
位
・
持
摘
出
川
対
晶
離
を
め
ぐ
る
訴
絞
と
法
律
上
の
祭
料
品
(
二
、
二
」
災
訓
間
九
州
問
巻
二
号
八
〈
)



頁
・
同
九
四
巻
三
号
七
五
頁
二
九
八
六
年
)
、
同
「
民
事
訴
訟
に
よ
る
司
法
審
査
の
限
界
」
竜
寄
喜
助
先
生
還
暦
記
念
『
紛
争
処
理
と
正
義
」
一
頁
二
九
八
八

年
)
、
佐
藤
功
「
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
司
法
権
の
限
界
」
民
事
研
修
二
三
七
号
七
頁
(
一
九
七
七
年
)
、
相
沢
久
「
宗
教
教
義
の
紛
争
と
司
法
権
と
に
関
す
る
一
考

察
」
上
智
法
学
二

O
巻
三
号
一
頁
(
一
九
七
七
年
)
、
種
谷
春
洋
「
宗
教
問
題
と
司
法
権
の
限
界
」
判
タ
四
八
O
号
三
三
頁
(
一
九
八
三
年
)
、
同
「
宗
教
問
題
と

司
法
権
の
限
界
再
考
」
判
タ
四
八
二
号
六
頁
(
一
九
八
三
年
)
、
笹
川
紀
勝
「
宗
教
団
体
の
内
紛
と
司
法
審
査
」
芦
部
信
喜
還
暦
記
念
『
憲
法
訴
訟
と
人
権
の
理
請
』

一
一
一
五
頁
二
九
八
五
年
)
、
桐
ケ
谷
章
「
宗
教
上
の
事
項
と
法
律
上
の
争
訟
1
最
高
裁
『
板
ま
ん
だ
ら
判
決
」
と
そ
の
後
の
下
級
審
裁
判
例
の
動
向
|
」
宗
教
法

五
号
六
六
頁
(
一
九
八
六
年
)
、
同
「
宗
教
団
体
の
自
治
と
司
法
権
の
介
入
」
東
洋
学
術
研
究
二
六
巻
一
号
一
四
五
頁
(
一
九
八
七
年
)
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
池
田
光
晴
「
裁
判
所
は
宗
教
教
義
の
審
査
が
で
き
る
か
」
創
価
法
学
六
巻
二
号
一
頁
二
九
七
六
年
)
、
松

本
保
三
「
宗
教
事
項
と
裁
判
所
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
」
同
誌
九
五
頁
二
九
七
六
年
)
、
法
性
祐
正
「
宗
教
団
体
内
部
紛
争
と
司
法
介
入
抑
制
の
法
理
」
簡
谷
法

学
二
一
巻
二
号
三
一
頁
二
九
八
八
年
)
、
吉
崎
暢
洋
「
宗
教
団
体
内
部
紛
争
へ
の
司
法
介
入
の
限
界
」
大
阪
市
立
大
法
学
雑
誌
三
五
巻
一
号
一
六
一
頁
二
九
八

八
年
)
。

宗教団体の自律性一日本の場合(桐ケ谷)

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
小
泉
洋
一
「
宗
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
の
態
度
」
阪
大
法
学
二
二
七
号
四
五
頁
(
一
九
八
六

年
)
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
会
の
内
部
規
律
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
統
制
」
宗
教
法
六
号
八
一
頁
二
九
八
七
年
)
。

各
国
に
お
け
る
紛
争
処
理
に
つ
い
て
比
較
法
的
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
幸
治
・
木
下
毅
編
『
現
代
国
家
と
宗
教
団
体
!
紛
争
処
理
の
比
較
法
的
検
討
」

岩
波
書
庖
(
一
九
九
二
年
)
。

(2)

例
え
ば
、
佐
藤
幸
治
「
集
会
・
結
社
の
自
由
」
芦
部
信
喜
編
「
憲
法
日
人
権
川
」
(
一
九
七
八
年
)
六
O
七
頁
な
ど
。

(3)

例
え
ば
、
伊
藤
正
己
「
憲
法
〔
第
三
版
〕
」
二
九
九
五
年
)
二
六
八
頁
、
佐
藤
幸
治
「
憲
法
〔
第
三
版
〕
」
(
一
九
九
五
年
)
四
九
一
頁
。
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宗
教
団
体
の
自
律
性
に
関
す
る
裁
判
例

法
律
上
の
争
訟
お
よ
び
部
分
社
会
論

宗
教
同
体
の
白
律
性
に
閲
す
る
裁
判
例
は
、
し
ば
し
ば
裁
判
所
法
三
条
に
い
う
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
。
ま
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、
い
わ
ゆ
る
部
分
社
会
論
と
も
密
接
な
関
係
令
持
つ
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

た
裁(一〉こ
半IJ の
所 法
が f't-
そ上
のの

争
訟

の
権
限
に
基
づ
い
て
審
判
す
る
こ
と
の
で
き
る
対
象
は
、
裁
判
所
法
一
一
一
条
に
い
う

の
争
訟
」
で
あ
る

が

の
「
法
律
上
の

と
言
え
る
た
め
に
は
、
①
当
事
者
間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存
読
に
関
す
る
紛
争

で
あ
る
こ
と
、
②
そ
れ
が
法
令
の
適
用
に
よ
り
終
局
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
の
一
一
婆
件
を
要
す
る
と
す
る
の
が
、
最
高

(
4〉

裁
の
確
定
し
た
判
例
で
あ
り
、
学
説
に
も
異
論
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
舎
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
(
形
の
上
で
は
具
体
的
な

権
利
義
務
な
い
し
該
律
詩
係
の
存
菅
そ
め
ぐ
る
紛
争
)
で
あ
っ
て
も
、
②
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
(
訴
訟
物
た
る
権
利
義
務
な
い
し
法

律
関
係
の
存
否
の
前
提
問
題
と
し
て
判
断
せ
さ
る
を
得
な
い
争
点
が
猿
判
所
の
審
判
に
親
し
ま
な
い
等
の
た
め
、
結
局
紛
争
全
体
が
法

令
の
議
用
に
よ
っ
て
終
路
約
に
解
決
す
る
に
適
し
な
い
と
さ
れ
る
場
合
)
と
き
に
は
、

の
争
訟
」
に
あ
た
ら
ず
、
裁
判
所
の

-50 

審
判
権
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
。

二
部
分
社
会
論

自
律
的
法
規
範
を
有
す
る
社
会
な
い
し
時
体
内
部
に
お
け
る
法
律
上
の
係
争
に
ど
の
程
度
ま
で
司
法
審
査
が
没
ぶ
か
と
い
う
い
わ
ゆ

(5) 

ヲ
心
部
分
社
会
論
に
つ
い
て
は
、
制
作
携
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

的
当
該
係
争
が
一
一
般
市
説
法
秩
序
と
直
接
の
鵠
係
を
有
し
な
い
内
部
品
約
な
問
題
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
そ
の
社
会
な
い
し
面
体

内
部
の
自
治
的
、
告
律
的
解
決
に
委
ね
る
の
を
相
当
と
し
、
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し

(S) 

て
、
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
。

今，
b

“

市
察
法
秩
序
と
直
接
の
期
係
を
有
す
る
場
合
〈
と
り
わ
け
、
被
処
分
者
の
一
般
市
民
と
し
て
の
権
制
約
利
益
を
侵
融
合
す
る
処
分
の
効
力
が

次
に
、
右
の
よ
う
な
社
会
な
い
し
間
体
の
内
部
に
お
け
る
法
律
上
の
係
争
が
、
惨
な
る
内
部
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

殺



関
粗
と
な
る
場
合
〉
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
が
忍
ぶ
と
す
る
。

(3) 

も
っ
と
も
、
政
党
が
党
員
に
対
し
て
し
た
除
名
処
分
の
効
力
に
つ
き
裁
判
所
の
審
査
権
が
及
ぶ
場
合
で
あ
っ
て
も
、
政
党
の
結

社
と
し
て
の
由
民
主
性
に
難
み
、
「
右
処
分
の
お
…
諜
は
、
当
該
政
党
の
自
律
的
に
定
め
た
幾
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
設

情
の
な
い
限
り
右
規
範
に
照
ら
し
、
お
規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
恭
づ
き
、
適
正
な
手
続
に
則
っ
て
さ
れ
た
か
寄
か
に
よ
っ
て

決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
審
理
も
右
の
点
に
限
ら
れ
る
」
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
当
該
政
党
の
自
律
的
決
定
を
尊
鷺
し
、

(S) 

処
分
手
続
が
適
正
に
仔
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
点
に
つ
い
て
の
み
審
判
権
令
材
使
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
判
例
も
あ
る
。

(4) 

な
お
、
宗
教
関
体
の
懲
戒
権
は
自
像
機
の
尊
重
と
信
教
の
自
由
の
深
障
の

、
そ
の
行
使
に
は
広
い
裁
量
が
認
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
該
懇
戒
処
分
が
前
記
舎
の
婆
件
を
充
た
し
可
法
審
査
の
対
象
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ぞ
れ
は
、
当
該
懲
戒

処
分
が
態
戒
処
分
の
離
用
と
認
め
ら
、
公
序
良
俗
に
反
し
違
法
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
強
ら
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ド

(
号
)

級
務
の
裁
判
例
も
あ
る
。

51-

2 

宗
教
弱
体
の
宗
教
上
の
主
宰
畿
の
地
位
を
め
ぐ
る
訴
訟
法
律
上
の
争
訟
お
よ
び
部
分
社
会
論

宗教E塁手本の自律性一日本の携をま{機ヶ谷)

{
1
〕
宗
教
法
人
ほ
ん
み
ち
甘
露
台
の
地
投
(
大
阪
商
判
昭
和
問
。
年
七
丹

(
お
)

二
日
・
吉
岡
氏
一
八
巻
四
号
三
六
閲
頁
〉

宗
教
法
人
ほ
ん
み
ち
の
甘
露
台
の
地
税
は
宗
教
法
人
た
る
ほ
ん
み
ち
の
法
律
上
の
機
関
と
は
認
め
が
た
い
と
し
、
「
宗
教
団
体
た
る

ほ
ん
み
ち
が
み
ず
か
ら
そ
の
内
部
で
そ
の
信
仰
上
解
決
す
べ
き
教
義
ょ
の
問
題
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
地
位
の
存
部
を
め
ぐ
る
訴
訟

は
法
律
上

に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。

〕
住
職
の
地
位
・
銀
関
守
事
件
(
最
判
的
昭
和
四
七
年
七
月
一

G
日
・
民
集
二
三
巻
八
号
二
回
ニ
ヨ
一
真
)

(ロ)

二
三
一
良
)

〔

3
〕
住
職
の
織
的
批
・
種
徳
寺
事
件
(
緩
判
昭
和
五
五
年

月

8
・
民
集
叩

出
教
活
動
の
主
宗
務
た
る
純
粋
に
宗
教
上
の
地
設
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
地
位
の
存
首
長
体
を
訴
訟
物
と
し
て
確
認
訴
訟
の
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対
象
と
し
て
も
、

の
利
刊
紙
も
し
く
は
確
認
の
訴
え
の
対
象
と
な
る
べ
き
資
格
を
欠
き
不
護
法
と
な
る
と
し
て
、
法
律
上
の
争
訟
性

を
評
定
し
て
い
る
。

{
4
]
宗
教
法
人
喪
心
布
教
会
会
終
(
司
祭
)
の
地
位
{
名
吉
陵
高
料
昭
和
五
五
三
一
月

一
O
一員〉

八
日
・
利
時
一

0
0六
号
五
八
頁
、
第

審
・
牟
判
官
厚
地
判
昭
和
五

年
自
Rn

六
日
・
制
作
タ

宗
教
上
の
地
肢
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
地
位
の
ほ
か
、
司
祭
館
内
で
共
同
生
活
を
す
る
利
授
、
教
会
裁
治
権
、
教
会
禄
や
恩

給
を
受
け
る
権
利
な
ど
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
わ
が
出
法
に
よ
り
保
護
さ
る
べ
き
科
益
で
あ
る
か
ら
、
司
祭
の
地
位
に
関
す
る
紛

争
は
法
律
上
の
争
訟
と
な
る
と
し
て
い
る
c

〔

5
〕
今
一
野
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
、
主
任
司
祭
の
地
位
〈
大
飯
高
判
昭
和
五
一
一
年
五
月
一
一
六
日
・
初
タ
一
一
一

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
般
的
な

の
地
位
は
純
粋
に
宗
教
上
の
地
設
で
あ
り
、
法
律
上
の
争
訟
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
特

52 

定
司
教
灰
一
所
属
の
特
定
数
会
の

の
地
佼
は
、
教
会
に
お
け
る
事
務
を
担
我
寸
る
鋳
係
で
生
ず
る

定
の
具
体
的
な
機
制
約

義
務
関
係
(
教
会
議
物
敷
地
に
賠
住
し
、
こ
れ
を
管
理
し
、
当
該
教
会
の
財
務
会
計
を
担
当
し
、
毎
月
一

の
生
活
費
等
の
支
給
を
受

け
る
と
い
う
関
係
)
の
存
殺
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
教
会
主
経
司
祭
の
地
位
と
略
称
す
る
と
き
は
、
そ
の

地
伎
の
確
認
を
求
め
る
争
訟
は
法
律
上
の
争
訟
に
な
る
と
し
た
。

〔

6
〕
真
宗
大
谷
一
保
管
長
の
地
位
(
大
阪
潟
判
昭
和
五
四
年
七
月
“
八
日
・
料
タ
一
一
一
五
九
号
六
七
一
良
、
第

審
・
京
都
地
判
昭
和
五

年
二
…
月
一
四
日
・
判
時
九
二
む
ロ
万
二

O
八
頁
)

の
地
位
は
私
法
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
間
体
法
規
を
適
用
し
て
処
理
さ
る
べ
き
地
殻
昔
し
く
は
法
律
関
係
と
は
一
一
浅
い
が
た
く
、

他
方
法
主
の
よ
う
に
精
神
的
要
素
の
世
間
い
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
な
お
間
じ
く
宗
教
活
動
上
の
地
設
で
あ
る
と
し
て
、
法
律
上
の
争

詮
性
も
し
く
は
確
認
の
対
象
適
格
を
欠
く
と
し
た
。



3 

宗
教
ょ
の
事
項
と
審
判
権
の
限
界

[
7
〕
種
諒
守
事
件
(
前
出
〔
3
〕〉

こ
の
事
案
で
は
、
建
物
明
渡
請
求
の
前
提
問
題
と
し
て
住
駿
の
地
位
の
存
否
の
判
断
が
必
繋
と
な
っ
た
。
住
職
の
地
位
そ
れ
自
体
の

確
認
は
不
適
法
と
し
た
が
、
「
他
に
具
体
的
な
権
利
又
は
法
律
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
が
あ
り
、
そ
の
当
官
令
制
判
定
す
る
前
縫
関
閣
と
し

に
つ
き
住
機
た
る
地
位
の
存
否
を
料
新
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
の
山
内
容
が
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た

る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
場
合
は
格
裂
、
そ
う
で
な
い
限
り
、
そ
の
地
位
の
存
否
、
す
な
わ
ち
選
任
な
い
し
罷
免
の
適
否
に
つ
い
て
、
裁

判
所
が
審
判
権
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
し
た
。

{
8
]
本
掛
け
寺
事
件
〈
媛
判
昭
和
五
五
年
四
月

五九
頁8

。
日
-
判
時
九
七

本
円
卓
す
の
代
表
役
員
の
地
伎
を
め
ぐ
り
こ
人
が
争
い
、
代
表
役
員
の
地
紋
の

53-

判
断
の
蕊
提
閉
館
'
と
し
て
住
職
の
地
佼
の
存
否

の
判
断
が
必
要
と
な
っ

は
っ
き
、
「
宗
教
法
人
は
宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
岳
体
で
あ
り
、
宗
教
活
動
は

国
の
子
渉
か

ら
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
団
体
の
内
部
関
係
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
主
該
団
体
の
お

宗教団体の闘主主役 日本の場合(桐ケ谷}

き
事
境
、
殊
に
宗
教
上
の
教
義
に
わ
た

の
ご
と
き
も
の
に
つ
い
て

リ
沼
擦
を
等
援
す
べ
く
、
十
平
米
そ
の
臼
治
に
よ
っ

は
、
罰
の
機
関
で
あ
ゐ
裁
判
所
が
こ
れ

っ
て
実
体
的
な
審
潔
、
判
断
を
施
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
む
の
よ
う
な
宗
教
活

動
上
の
奇
的
な
い
し
自
治
に
対
す
る
介
入
に
わ
た
ら
な
い
絞
り
、
前
記
の
よ
う
な
問
綴
に
つ
き
審
線
、
判
断
す
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
設

い
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。

(4)

判
判
例
と
し
て
は
‘
緩
三
小
判
昭
和
二
八
年
月
一
七

5
・
裁
判
象
災
挙
命
。
口
万
四
五
五
災
、
絞
…
小
制
作
間
昭
和
二
九
年
，
…
月
日
・
氏
集
人
巻
二
号
隙

質
、
毅
一
二
小
判
昭
和
叩
四
一
年
二
月
八
日
・
災
袋
二

O
巻
一
一
努
…
九
六
貨
な
ど
。
学
説
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
長
官
向
後
事
務
総
同
時
吋
裁
判
所
法
逐
条
務
総
〈
上
こ

一
九
六
七
年
)
一
一
二
夜
、
発
子
一
日
竹
下
守
中
火
内
総
判
淡
〔
新
滋
〕
」
(
一
九
七
八
年
〉
仁
O
U員
、
小
山
鉾
旬
以
務
総
訟
法
(
四
一
訂
版
蹴
)
}
政
八
百
(
(
九
八
四 ヌι
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年
)
な
し
y
h
u

(
5〉
制
的
え
ば
佼
総
拳
治
「
円
然
分
社
会
」
と
…
防
法
権
」
州
開
門
判
明
代
M

出
家
と
…
川
口
法
権
」
一
例
し
も
頁
以
下
三
九
八
八
年
、

(S)

晶
胤
ふ
人
制
判
出
町
和
三
五
年

O
月
…
九
日
・
災
後
二
凶
巻
二
ぶ
三
六
一
一
一
一
二
一
闘
は
、
地
方
公
共
閉
山
体
の
議
会
の
議
員
に
対
す
る
お
僚
体
止
の
懲
罰
議
決
の
無
効
ま
た

は
前
哨
消
告
求
め
る
訴
訟
に
つ
き
、
お
滋
絞
め
よ
う
な
も
の
は
問
中
依
然
利
権
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
お
訴
訟
を
不
渡
淡
な
も
の
と
し
、
品
取
制
刊
研
削
和
利
五
命
一
年
一
一
一

月
一
五
日
-
附
防
総
…
二
一
巻
二
品
勺
一
一
一
一
一
間
四
賀
は
、
裁
判
所
内
市
況
粂
に
い
う
…
一
日
に
法
稼
上
の
係
品
ず
と
い
っ
て
も
、
そ
の
範
甜
燃
は
広
汎
で
あ
号
、
そ
の
中
に
は
事
柄

の
俊
樹
龍
太
裁
判
所
の
潟
淡
審
査
の
対
象
外
に
お
く
の
を
透
当
と
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
制
問
え
ば
、
一
般
市
民
数
会
の
中
に
為
っ
て
ニ
れ
と
は
別
個
に
由
同

体
格
的
な
法
剥
脱
線
を
有
す
る
特
殊
な
部
分
校
会
に
お
け
る
法
律
上
の
係
争
の
ご
と
き
は
、
そ
れ
が
…
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
約
九
活
問
題
に

と
ど
ま
る
隊
り
、
そ
の
自
主
的
、
臨
律
的
な
然
出
慌
に
委
ね
る
の
を
適
当
と
し
、
欽
判
明
一
放
の
一
附
法
審
査
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
糾

2
3で
あ
る
」

時
四
判
明
一
ぶ
し
、
間
関
玄
大
学
に
お
け
る
授
業
務

g
の
単
紋
絞
ら
(
認
定
}
行
為
は
、
裁
判
所
の
司
法
務
官
燃
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
本
文
後
記
{
島
}
制
判
決
は
、

家
数
間
体
の
自
治
体
慨
を
湾
内
定
し
℃
い
る
。

(7)

最
大
将
印
刷
和
三
五
年
三
月
九
日
李
氏
集
江
二
単
位
三
考
古
一
五
支
災
は
‘
地
方
公
共
図
俸
の
議
会
の
議
員
の
除
名
処
分
の
約
棋
倒
併
を
求
め
る
訴
訟
に
つ
き
、
議
員
の
称
略

名
処
分
は
議
員
の
身
分
の
調
消
失
に
関
す
る
笈
大
な
李
漢
で
あ
っ
て
、
散
な
る
内
部
緩
徐
の
問
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
樹
ヂ
漢
に
は
裁
判
織
が
及

ぶ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
二
一
小
料
問
昭
和
五
二
年
一
一
一
月
一

ran-民
集
一
一
二
緩
一
一
号
二
人
。
一
員
は
‘
網
開
公
立
大
学
の
や
休
刊
率
攻
科
修
ア
の
要
件
を
充
足
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
大
学
が
専
攻
将
修
了
の
認
定
を
し
な
い
こ
と
は
、
衣
料
調
的
に
み
て
‘
…
般
市
民
と
し
て
の
学
伎
の
同
公
立
大
や
の
利
用
問
を
悩
否
す
る
こ
と
に
は
か

な
ら
ず
♂
、
学
生
が
一
般
士
郎
氏
と
し
て
有
す
る
公
の
総
設
を
利
閉
す
る
権
利
を
綬
申
告
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
線
出
閉
じ
、
お
繁
次
科
修
了
総
定
行
為
は
、
司

法
審
査
の
対
象
に
な
る
協
を
判
一
不
し
て
い
る
。

(8)

幾
一
一
一
判
昭
和
六
一
一
一
年
一
一
…
月
一
一

0
5
・
裁
判
集
民
泰
一
日
以
五
日
す
間
関

O
U品
質
(
い
わ
ゆ
る
「
共
濠
党
符
盟
事
件
勺
は
、
数
党
が
党
員
に
対
し
て
し
た
除
名
処
分
に

っ
き
、
お
処
分
が
一
般
市
民
と
し
て
の
権
利
利
議
を
侵
害
す
る
こ
と
を
理
織
に
、
裁
判
所
の
審
査
後
が
及
ぶ
こ
と
を
品
開
{
犯
し
て
い
る
が
、
政
党
の
結
社
と
し
て
の

自
主
牲
に
緩
み
、
「
右
処
分
の
当
否
は
、
山
vd
数
政
党
の
出
掛
律
的
に
{
認
め
た
幾
範
が
公
序
良
俗
に
一
決
す
る
な
ど
の
終
段
の
事
情
の
な
い
段
ち
お
規
範
に
開
照
ら
し
、
右
組
属

範
を
符
し
な
い
と
き
は
条
理
に
濠
づ
き
、
適
正
な
手
続
に
則
っ
て
さ
れ
た
か
密
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
マ
あ
旬
、
そ
の
審
理
も
磁
の
ぷ
に
限
ら
れ
る
」
と
し
て
、

後
判
所
は
、
線
則
と
し
て
滋
該
政
党
〈
間
体
)
の

8
律
的
決
定
を
稼
殺
す
べ
き
険
制
刊
ポ
し
て
い
る
。

(9)

家
細
部
地
判
平
成
光
年
三
月
一
一

c
m・
判
脇
町
二
ニ
二
七
号
九
六
頁
(
近
松
別
院
事
終
〉

C
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{ω}
制
判
例
評
釈
と
し
て
、
官
削
除
草
枕
郎
・
民
高
間
五
人
巻
附
問
問
ぢ
…
四
人
頁
(
一
九
六
八
年
、
渡
遁
綱
士
口
・
宗
判
百
滋
問
問
問
問
頁
(
一
九
七
二
年
)
。

(
日
)
判
例
一
地
削
釈
と
し
て
、
柳
川
俊
一
・
綴
官
間
後
判
所
判
例
解
説
民
事
緩
問
問
粉
間
限
年
度
七
四
事
件
余
し
笈
一
一
良
(
一
九
七

O
年
〉
、
本
欄
間
義
的
問

E

門
氏
宮
間
六
一
一
一
巻
一
尚
一
ヱ
ハ
五

一
災
二
九
七

O
年
)
、
総
遜
隊
一
一
叫
・
家
創
刊
百
選
四
六
亥
二
九
七
一
一
年
三

〈
話
判
例
評
釈
と
し
て
、
谷
口
知
帯
T

・
民
湾
人
三
品
情
一
一
号
九
七
糞
(
{
示
研
二
錨
問
所
収
〉
(
一
九
八
O
年
〉
、
激
緩
和
夫
・
法
学
同
期
究
(
慶
応
〉
五
三
巻
一
一
号
一
一
一
…
一

士
員
二
九
人
協
和
土
、
新
藤
孝
明
吋
・
判
タ
殴
…
一
一
九
叫
す
〔
昭
和
五
十
匁
年
中
一
袋
削
判
例
制
併
説
〕
一
二
笈
賢
三
九
八
一
年
)
、
伊
藤
続
料
e

ジ
ユ
ヲ
即
相
秘
五
五
年
滋
一
帯
官
制
判
例
制
酔

級
一
一
一
一
九
頁
(
一
九
八
一
年
ぺ
士
山
…
尚
弁
蕊
昭
・
ジ
ュ
ワ
化
…
六
号
七
一
頁
(
一
九
八

O
年)。

〈
門
川
)
特
例
4

評
釈
と
し
て
、
飯
塚
重
男
・
{
一
話
料
刊
百
選
門
轍
剤
一
一
紙
〕
七
殴
頁
(
一
九
九
一
年
〉
。

(
M
H
)

判
例
命
活
抑
制
帆
と
し
て
、
上
沼
徹
}
郎
・
判
判
タ
一
一
一
六
凶
号
二
一
七
煎
ご
九
七
八
年
)
、
開
門
判
タ
ヌ
ム
ハ
ハ
七
今
一
八
六
頁
三
九
仁
八
年
三

(
ば
叫
)
判
例
制
許
制
杭
と
し
て
、
後
口
知
子
・
法
持
五
二
港
一
一
考
…
…
九
貫
(
一
九
八
二
等
)
〈
祭
研
一
一
蹴
判
所
収
)
、
ム
ム
凶
徽
…
削
開
明
判
時
九
九
五
分

論
二
六
七
号
)
三
九
八
一
年
)
、
畑
郁
夫
s

災
海
八
朗
務
一
号
八
七
世
良
〈
一
九
八
一
年
)
。

一

宗
教
上
の
事
項
が
前
提
問
題
と
な
っ
た
場
合
と
法
律
上
の
争
訟

2宗教関俸の自主幸俊一日本の場合{務ヶ谷)

法
律
上
の
争
訟
で
な
い
と
す
る
裁
判
例

{
9
〕
板
ま
ん
だ
ら
事
件
最
高
裁
判
決
〈
最
判
昭
和
五
六
年
間
月
七
百
・
民
集
コ

(
泌
)

号
鶴
間
一
一
一
頁

大
中
ぃ
一
爽
(
判
例
一
群

55-

宗
教
間
体
に
出
拐
し
た
供
養
食
を
、
錯
誤
を
寝
泊
に
返
還
を
請
求
し
た
事
業
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
議
求
自
体
の
法
律

上
の
争
訟
性
を
否
認
し
、
訴
え
却
下
の
訴
訟
判
決
を
し
た
。

「
要
素
の
錯
誤
が
あ
っ
た
か
容
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
際
し
で
は
、
右
①
{
吋
絞
ま
ん
だ
ら
』
が
あ
る
べ
き
本
尊
か
否
か
〕

い
て
は
信
仰
の
対
象
に
つ
い
て
の
宗
教
上
の
価
値
に
関
す
る
判
断
が
、
ま
た
、
右
怨

の
宗
教
的
意
義
付
け
〕

い
ず
れ
も
こ
と
が
ら
の

の
点
に
つ
い
て

も

、
「
志
宣
流
布
の
達
成
』
等
宗
教
上
の
教
義
に
関
す
る
判
断
が
、
そ
れ
ぞ
れ
必
饗
で
あ
り
、

の
お
…
に
つ
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、
法
令
を
適
泌
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
勺

「
本
件
訴
訟
は
、
悶
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
に
附
す
る
紛
争
の
彰
式
令
と
っ
て
お
り
、
そ
の
結
栄
一
信
仰
の
対
象
の
錨
値

又
は
宗
教
上
の
教
義
に
郎
附
す
る
判
断
は
請
求
の
h
v
d
d
命
令
決
す
る
に
つ
い
て
の
前
提
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、

本
件
訴
訟
の
総
却
す
う
を
左
右
す
る
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
記
料
開
に
あ
ら
わ
れ
た
本
件
訴
訟
の
経
過
に
徴
す
る
と
、

の
争
点
及
び
当
学
者
の
主
張
立
証
も
お
の
判
断
に
慰
問
す
る
も
の
が
そ
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
結
局
本
件
訴
訟
は
、
そ
の
笑
質
に
お
い
て
法
令
の
適
矧
に
よ
る
終
局
的
な
解
決
の
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
法
一

い
う
法
洋
上
の
争
訟
に
あ
た
ら
会
い
」
。

(
げ
)

〔
お
]
蓮
華
寺
務
件
最
高
裁
判
決
(
議
判
平
成
元
年
九
月
八
日
移
民
始
後
四
三
巻
八
ロ
ザ
八
八
九
貫
)

異
説
令
培
え
教
盟
(

)
か
ら
掻
斥
処
分
に
処
せ
ら
れ
た
僧
惜
の
処
分
の
効
力
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
あ
り
、
被
処
分
者

(
Y
)
が
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住
職
を
し
て
い
た
時
議
正
宗
の
被
包
銭
誉
院
で
あ
る
蓮
華
寺
〈

X
)
か
ら
Y
に
対
し
建
物
明
読
の
請
求
、

Y
か
ら

X
に
対
し
代
表
役
員

の
地
位
の
確
認
の
請
求
の
各
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
請
求
の
当
百
を
将
新
す
る
前
提
問
題
と
し
て
処
分
権
者
(
A
A

〉
の
地
位
の
存

一
台
の
判
断
お
よ
び

Y
の
所
説
が
異
説
に
競
る
か
吾
か
の
判
断
が
必
繋
と
な
っ
た
。

審
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
蕊
九
年
九
月
二
八
日
・
利
時
一
一
四
五
号
入

は
、
異
説
性
の
判
断
に
つ
き
、

Y
の
前
記
各
所
説
が

「
日
蓮
正
宗
の
教
義
に
挺
す
る
異
説
で
あ
る
貯
の
自
治
的
決
定
会
し
た
も
の
と
-
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
処
分
権
者
の
地
殺
の

存
否
に
関
し
、
「
血
脹
相
承
が
日
遜
正
宗
の
教
義
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
吾
定
し
が
た
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
社
会
的

事
実
た
る
宗
教
上
の
儀
式
と
し
て
(
の
〕
血
賦
相
ゑ
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
日
蓮
正
宗
の
教
義
の
解
釈
に
立
ち
入
る
こ
と

な
く

判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
「
血
眠
相
承
と
い
わ
れ
て
い
る
宗
教
上
の
儀
式
を
授
け
た
と
推
認
す
る
の
が

総
当
」
と
認
定
。
処
分
を
有
効
と
し
、
建
物
明
護
議
求
を
認
容
、
代
表
役
員
の
地
泣
確
認
翁
求
を
棄
却
す
る
本
業
判
決
を
し
た
。
こ
れ



に
対
し
控
訴
審
判
決
〈
大
阪
高
判
昭
和
六

。
七
号
六

年
五
月
六
日
・
判
時

は
、
立
方
の
請
求
を
、
法
律
上

ら
な
い
と
し
て
訴
え
却
下
の
訴
訟
判
決
を
し
て
い
た
の
双
方
が
上
告
し
、
最
潟
殺
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
各
上
告
を
棄
却
(
双
方

の
訴
え
却
下
と
の
控
訴
審
判
決
を
維
持
)
し
た
。

特
定
人
の
宗
教
間
体
ト
ム
の
地
位
の
存
容
の
判
断
に
つ
い
て

の
教
義
、
信
仰
に
関
す
る
事
項
を
も
審
纏
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
、
か
か
る
事
項
に
つ
い
て

切
の
審
判
明
権
を
や
符
し
な
い
以
上
、
右
の
地
位
の
存
否
の
審
理
判
断
を
寸
る

こ
と
が
で
き
な
い
勺

ヱ
績
斥
処
分
の
効
力
〕
の
判
断
を
す
る
に
つ
い
て
は
、

Y
に
対
す
る
懲
戒
事
告
の
存
否
す
な
わ
ち
Y

異
説
に

当
た
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
不
可
欠
で
あ
る
が
右
の
点
は
:
:
:
教
義
、
信
仰
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
し
て
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
島
本
件
訴
訟
の
本
実
的
争
点
で
あ
る
本
件
横
斥
処
分
の
効
力
の
有
無
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
審
理
判
断

57-

が
許
き
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
所
が
X
な
い
し
日
選
正
策
の
主
張
、
判
断
に
従
っ
て
Y
の
言
説
を

で
あ
る

と
し
て
本
件
慣
斥
処
分
を
有
効
な
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
も
、

の
教
義
、
信
仰
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
判
権
を
有
せ
ず
、

宗教活体の自徐校一日本の場合{桐ケ谷)

こ
れ
ら
の
事
項
に
か
か
わ
る
紛
議
に
つ
い
て
厳
に
中
立
を
保
つ
べ
き
裁
判
所
と
し
て
、
到
底
許
さ
れ
な
い

(
日
間
)
(
悶
)

五
O
一
一
一
号
五
頁
)

[
日
〕
白
議
能
率
件
等
最
高
裁
判
判
決
(
最
三
判
平
成
五
年
七
月
二

0
5
・
判
時

以
下
、
「
X
」
と
い

被
註
括
宗
教
法
人
で
あ
る
寺
院

の
住
職
で
あ
り
代
表
没
員
で
あ
る
僧
俗
(
以
下
、
「
Y
」
と

い
う
)
が
、
問
京
の
法
主
a

管
長
で
あ
る
人
の
地
位
を
否
定
し
た
こ
と
が
同
宗
の
教
義
に
反
す
る
異
説
を
唱
え
た
こ
と
に
な
る
と
し
て

同
宗
の
京
総
宗
規
に
従
っ
て
績
斥
処
分
令
受
け
た
こ
と
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
で
は
、

X
は
、
こ
の
処
分
に
よ
っ
て

Y
が
俄
絡
を
袋
失
し
、
そ
れ
に
伴
い
住
職
・
代
表
投
践
の
地
位
も
喪
失
す
る
と
と
も
に
寺
詫
建
物
の
お
符
権
原
を
失
っ
た
と
し
て
、
そ

の
明
け
渡
し
を
求
め
、
こ
れ
に
対
し
、

Y
は
損
斥
処
分
の
無
効
を
主
張
し
X
の
代
表
役
関
等
の
地
殻
の
存
在
確
認
を
求
め
て
い
る
。
処
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分
事
由
と
さ
れ
た
異
説
の
内
容
が
若
干
異
な
る
他
は
、

ほ
沼
織
内
じ
事
一
墳
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

G
Aが

法、王
z

管
長
の
地
位
に
あ
る
か
否
か
、
金
Y
の
唱
え
た
所
説
は
奥
説
に
患
た
る
か
否
か
、
の
こ
点
が
争
わ
れ
た
。

会
開
的
に
訴
訟
が
係
属
し
て
い
た
な
か
で
、

{
口
]
の
蓮
華
奈
川
場
事
件
最
高
裁
判
決
以
前
に
お
い
て
は
、
後
述
〈
〔

{

川

目

]

な

ど
)
の
よ
う
に
、
宗
教
団
体
の
自
律
権
行
使
の
結
果
を
柑
都
議
し
、
本
案
判
決
を
し
て
い
た
の
に
対
し
、
附
判
決
以
後
に
お
い
て
は
、

i

当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
|
|
間
判
決
に
倣
っ
て
訴
え
却
下
の
訴
訟
判
決
が
続
出
し
て
い
る
。
最
潟
裁
に
お
い
て
も
、

寺
判
決
が
踏
襲
さ
れ
た
。

そ
の
代
中
欲
的
判
決
で
あ
る
白
蓮
段
事
件
等
最
高
裁
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

原
判
決
を
、

〔
X
〕
ら
の
位
指
宗
教
法
人
で
あ
る
白
蓮
正
宗
が
被
上

Y
〕
ら
に
対
し
で
し
た
懲
戒
処
分
(
以
下

「
本
件
処
分
」
と
い
う
。
〉
の
効
力
の
有
無
が
本
件
請
求
の
当
否
・
や
可
決
め
る
蔀
提
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
効
力
の
有
無
が
本
件
紛
争
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の
本
索
前
向
争
点
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
力
に
つ
い
で
に
の
判
断
が
本
件
訴
訟
の
帰
す
う
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

の
点
の
判
断
を
寸
る
た
め
に
は
、
本
件
処
分
に
お
け
る
懲
戒
務
自
の
存
否
及
、
び
懇
戒
権
限
の
有
無
等
を
審
現
す
る
必
要
が
あ
り
、
か

っ
、
そ
れ
は
日
蓮
正
宗
の
教
義
な
い
し
信
仰
の
内
容
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

右
宗
教
上
の
関
緩
に
立
ち
入
ら
な

い
で
争
点
の
核
心
に
つ
き
審
理
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
・
:

の
訴
え
は
、
そ
の
実
費
に
お
い
て
、
裁
判
所
法

条
に
い
う

と
饗
約
し
、
「
本
件
記
銭
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る

の
争
訟
」
に
一
該
当
し
な
い
と
し
て
、
こ
れ
会
却
下
し
て
い

ト
定
時
人
ら
が
本
件
訴
訟
を
擬
揺
す
る
に
至
っ
た
本
件
紛
争
の
経
緯
来
、
ぴ
当
事
者
双
方
の
主
張
妓
び
に
本
件
訴
訟
の
経
過
に
照
ら
せ
ば
、

本
件
訴
訟
の
争
点
を
判
断
す
る
に
は
、
宗
教
上
の
教
義
な
い
し
信
仰
の
内
容
に
つ
い
て
一
定
の
評
留
を
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
は
百
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
案
の
下
に
お
い
て
上
告
人
ら
の
訴
え
を
却
下
す
べ
き
も
の
と
し
た
原
審
の
判

断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。



〈
川
叫
〉

〔
拾
〕
日
蓮
正
宗
管
長
事
件
最
高
裁
判
決
(
議
制
作
平
成
五
年
九
月
七
日
・
民
築
関
七
巻
七
号
鰐
六
六
七
頁
)

白
蓮
正
宗
の
一
部
の
僧
揺

X
ら
が
同
宗
と
そ
の
弐
表
役
員
お
よ
び
管
長
で
あ
る

A
を
被
告
と
し
て
、

A
が
岡
京
の
代
表
投
員
お
よ
、
ぴ

の
地
位
を
有
し
な
い
皆
の
確
認
を
瀦
求
し
た
訴
訟
で
ふ
め
る
。

日
蓮
正
宗
に
お
い
て
は
、
宗
制

(
得
宗
の
内
部
競
範
)
上
、
「
法
主
」
の
地
伎
に
就
く
と
当
然
に
「
智
長
」
に
就
荘
し
、
叶
審

長
」
に
就
任
す
る
と
当
然
に
宗
教
法
人
日
蓮
正
宗
の
「
代
表
役
員
」
に
就
在
寸
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
入
が
管
長
お

よ
び
托
表
役
員
の
地
位
に
あ
る
か
官
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、

A
が
法
主
の
地
位
を
有
す
る
か
苔
か
を
裁
判
所
が
判
断
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
法
ま
の
地
位
は
高
愛
に
宗
教
上
の
地
伎
で
あ
り
、
そ
の
地
位
に
就
を
す
る
た
め
に
は
先
代
の
法
主
か
ら
叶
血
脈
桔
承
い
そ

受
け
る
こ
と
が
饗
件
で
あ
る
と
さ
れ

先
代
法
主
の
n
p
が
進
化
し
た
日
に
、

A
は、

3
の
生
前
に
n
p
か
ら
血
脈
相
承
を
受
け
て

い
た
旨
発
表
し
て
法
主
に
就
任
し
、
問
時
に
管
長
、
代
表
役
員
の
地
設
に
就
い
た
が
洩
約
一
年
半
後
に
本
件
訴
訟
が
援
程
ぢ
れ
た
。
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第

審
判
決
(
静
南
地
制
約
紹
和
五
八
年
=
一
丹
一

入
賞
)
は
、
日
本
件
訴
訟
の
〕
争
点
は
宗
教
上
の
教
義
、

判
時
一

O
八

一
信
仰
附
に
か
か
わ
る
宗
教
上
の
争
い
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
裁
判
所
法
三
条
に
い
う
法
律
上
の
争
訟
に
あ
た
ら
な
い
い
と
し
て
訴
え
部

当ミ数E義体の自律性 日本(J)場合{機ヶ谷)

下
の
訴
訟
判
決
を
し
た
。
控
訴
審
判
決
(
東
京
高
判
昭
和
六

O
年

一
月
一
一
一
日
・

…
一
七
一
二
号
一

は
、
原
告
ら
は

正
宗
の
法
主
選
経
に
関
与
す
る
立
場
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
型
自
に
、
原
告
適
格
お
よ
び
訴
の
利
益
を
欠
く
不
違
法
な
も
の
と
し
て
却

下
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。

、
次
の
よ
う
に
判
訴
し
、
原
簿
の
却
下
判
決
を
結
論
的
に
を
支
持
し
た
。

「
特
定
の
者
の
宗
教
活
動
上
の
地
位
の
存
百
を
審
理
、
判
断
す
る
に
つ
き
、
当
該
宗
教
間
体
の
教
義
な
い
し
…
俗
的
問
の
内
容
に
立
ち
入
つ

て
務
理
、
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
者
が
宗
教
活
動
上
の
地
伎
に
あ
る
か
否
か
を
務
理
、

つ
い
て
も
審
理
、
判
明
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

で
き
ず
、
そ
の
紡
泉
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
の
地
位

判
断
す
る
w
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と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、

の
者
の
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
の
地
位
の
存
都
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
、
裁
判
所
が
法
令
の

適
用
滑
に
よ
っ
て
終
結
的
な
解
決
を
殴
る
こ
と
が
で
き
な
い
訴
訟
と
し
て
、
誤
判
所
法
二

い
う
『
法
律
上

に
当
た
ら
な
い

と
い
う
ほ
か
な
い
」
。
「
A
が
法
主
の
地
位
に
あ
る
か
苔
か
を
審
理
、
判
断
す
る
に
は
、
血
脈
相
欲
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
関

人
が
血
脈
・
を
格
承
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
M

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
議
正
銀
の
教
義

な
い
し
信
仰
の
内
務
に
立
ち
入
っ
て
審
理
、
判
断
す
る
こ
と
が
議
け
ら
れ
な
い
」
の
で
本
件
訴
え
は
、
結
局
、
い
ず
れ
も
法
律
上

訟
性
を
欠
き
、
不
適
法
と
し
て
却
下
を
免
れ
な
い
。

2 

闘
律
結
築
を
受
容
し
本
家
制
判
決
し
た
剖

(一)

下
級
審
の
裁
判
例

吾
蓮
正
宗
悶
縁
日
説
訴
訟
に
つ
き
、
蓮
泰
寺
事
件
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
下
級
縫
{
地
裁
)
に
お
い
て
、
自
律
結
果
受

(幻
)
(
n
)

容
議
と
も
い
う
べ
き
い
く
つ
か
の
裁
判
関
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
簡
と
し
て
、
松
江
地
裁
と
東
京
地
訟
の
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。

60 

〔
日
]
薬
王
寺
御
物
件
一
審
判
決
(
松
江
地
判
平
成
一
万
年
二
月

日
・
判
時
二

.
一
九
頁
〉

〈
争
点
①
に
関
連
し

「
教
義
、
信
仰
ょ
の
対
立
を
ど
の
よ
う
な
形
で
収
拾
す
る
か
は
も
っ
ぱ
ら
各
宗
教
団
体
の
闘
治
に
ま
か
さ
れ

た
事
項
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
開
体
の
自
治
的
な
解
決
結
巣
が
す
で
に
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ぞ
れ
が
公
序
良
俗
に
炭
し
な
い
限
り

そ
の
結
果
を
前
提
と
し
て
本
案
判
決
を
す
る
こ
と
が
、
紛
争
を
放
捜
し
て
お
の
ず
か
ら
正
邪
の
歴
史
的
な
判
定
が
結
果
す
る
の
そ
待
つ

の
で
は
な
く
裁
判
権
に
よ
る
介
入
を
最
小
限
に
抑
え
つ
つ
法
律
上
の
争
訟
解
決
の
た
め
に
で
き
る
怒
り
審
理
判
断
を
す
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
立
場
に
合
致
し
、
宗
教
部
体
の
自
治
を
保
織
し
た
諸
法
規
の
精
神
に
沿
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
。
「
〔
教
義
、
情
仰
上
の
〕
古
学

項
に
関
す
る
当
該
宗
教
団
体
の
自
治
的
な
決
定
の
存
否
の
、
京
犠
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
そ
の
自
治
的
決
定
の
存
否
を
審
判
し
て
本
案
判

決
を
下
す
と
い
う
方
法
に
よ
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
「
A
が
血
脈
相
本
を
受
け
て
い
る
と
の
自
蓮
正
宗
に
お
け
る
自
治
的
な
決
定
が
す



で
に
存
在
す
る
こ
と
は
:
:
認
め
る
こ
と
が
で
急

る
ど
。

〈
争
点
⑨
に
関
連
し
て
〉

「
血
援
相
承
に
つ
い
て
の
所
説
の
陳
述
発
表
が
異
説
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
か
習
か
は
、
応
援
相
承
の
意
義
'

内
容
の
解
釈
に
か
か
る
か
ら
、
:
:
:
布
事
項
に
関
す
る
詣
該
宗
教
団
体
の
自
治
的
な
決
定
の
存
否
の
主
張
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
そ
の

臨
治
的
決
定
の
存
杏
を
審
判
し
て
本
案
判
決
を
下
す
と
い
う
前
記
手
法
を
こ
こ
で
も
採
用
す

「
Y
の
行
為
が
総
説
令
出
唱
え
た
こ
と

に
あ
た
る
と
の
設
議
正
宗
に
お
け
る
自
治
的
な
決
定
結
来
が
す
で
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
:
:
:
認
め
る
こ
と
が
で
き
」
る
。

{
日
同
〕
臼
慈
院
事
件
一
審
判
決
(
東
京
地
判
平
成
元
年
一
一
吾
川
一
一
三
日
・
判
持

一一
O
六
号

〈
争
点
①
に
関
連
し
て
〉

「
血
悪
相
承
が
緊
実
行
わ
れ
た
か
若
か
に
つ
き
裁
判
所
が
夜
緩
審
域
・
判
断
す
る
と
す
九
、
は
自
蓮
正
{
訟
の

教
義
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
信
教
の
自
由
を
侵
ナ
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
わ
ぶ
る
を
得
な
い
」
。
「
か
か
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判

所
と
し
て
は
:
:
:
宗
教
関
体
に
お
け
る
自
治
と
儒
教
の
自
由
を
尊
葉
す
る
た
め
、

E
蓮
正
出
向
M
'地対が、

A
が
血
採
初
氷
を
授
け
ら
れ
た
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に
就
任
し
た
こ
と
を
、
常
認
し
て
い
た
か
杏
か
を
審
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
て
こ
れ
が
常
諾
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
ニ
の
宗
教
的
判
断
を
尊
重
し
血
脹
相
承
が
存
砲
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
裁
判
す
る
の
が
担
当
マ
あ
る
」
。

ヲ宗教白体のお後俊一日本の場合{総ヶ谷}

、
8
が
遷
化
し
た
議
後
前
法
主
〔
先
代
法
主
の
誤
り
〕

B
か
ら
血
脈
錯
承
を
受
け
た
こ
と
令
明
言
し
、

京
も
A
A

を

と
し
て
肯
認
し
、
宗
務
機
関
、
僧
侶
、
信
都
合
も
関
与
し
、

A
の
法
主
就
任
に
必
袈
な
宗
教
ヒ
の
儀
式
を
行
い
、

A
も
法
主
と
し
て
の
職

一
点
が
就
任
約

務
を
執
行
し
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
た
だ
、

Y
の

A
の
詰
主
と
し
て
の
地
位
を
否
定
す
る
挙
に
出
た
が

そ
の
動
機
も
、
宗
務
続
か
ら
正
信
覚
醒
運
動
の

環
で
あ
る
第
五
問
問
機
徒
大
会
の
中
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
に
議
反
し
て
A
か
ら
懇
戒

処
分
を
受
け
た
こ
と
に
対
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
。
「
し
て
み
る
と
、

A
は
、
間
的
和
道
凶
年
七

丹

日
、
日
蓮
正
宗
の

に
就
任
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

A
は
繍
斥
処
分
権
者
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
勺

〈
争
点
②
に
m
関
連
し
て
〉

「
裁
判
所
、
と
し
て
は
、
当
該
宗
教
間
体
に
わ
り
け
る
自
治
と
信
教
の
自
由
を
尊
葉
寸
る
た
め
、
異
説
性
の
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が
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
に
わ
た
る
と
き
は
そ
の
審
開
を
避
け
、
当
該
宗
教
間
体
に
お
け
る
解
釈
を
尊
重
し
、
当
該
宗
教
諮
体
が
自
治

的
に
な
し
た
解
釈
号
待
認
し
て
、
こ
れ
を
蒸
礎
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
。

い
て
は
、
そ
の
宗
規
一
五
条
五
す
が

管
長
の
権
限
と
し
て
「
教
裁
に
関
し
て
正
否
を
裁
定
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
:
・
・
:
日
蓮
正
宗
の

-
管
長
で
あ
る

A
は
、
昭
和
五
七
年

月
二
ハ
日
こ
ろ
、

Y
の
所
設
が
同
宗
に
お
け
る
血
痕
柁
添
受
話
定
す
る
異
説
で
あ
る
設
の
裁
定
を
し
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
」
る
の
で
、

二
最
高
裁
の
長
対
意
見

円
日
〕
自
蓮
院
事
件
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見

の
主
張
は
、
日
蓮
正
宗
の
教
義
に
反
す
る
異
説
を
唱
え
た
も
の
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
い
。

議
記
{
日
〕
判
決
に
お
い
て
、
続
藤
容
大
野
両
裁
判
官
は
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

古
一
ハ
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
紛
争
の
解
決
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
も
、
宗
教
語
体
に
お
け
る
宗
教
上
の
教
義
、
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に
か
か
わ

ι
つ
い
て
の
判
断
が
そ
の
議
提
陪
蝿
と
し
て
避
け
ら
れ
な
い
場
合
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
審
理
、
判
断
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
政
ち
に
当
該
訴
訟
ぞ
れ
自
体
が
裁
判
所
法
三
条
に
い
う
「
法
律
上
の
争

に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
場
合
に
は
、

ιつ
い
て
の
宗
教
間
体
の
自
律
的
な
決
定
を
尊
重
す
る
な

ど
し
て
請
求
め
議
告
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
マ
}
れ
そ
本
件
に
つ
い
て
み
る
の
に
、
:
・
:
裁
判
所
と
し
て

は
、
本
件
処
分
が
日
蓮
王
家
の
自
律
的
な
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
若
か
を
審
理
、
判
断
し
、
ぞ
れ
が
思
惑
正
訴
の
自
律
的
な
決
定

に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
購
求
の
当
否
そ
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
勺

〔
吋
山
〕
管
長
事
件
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見

議
記
門
川
仏
〕
判
決
に
も
、
大
野
裁
判
窓
の
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。

吋
法
主
の

が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
吋
血
脈
相
承
』
ぞ
れ
自
体
を
判
断
し
な
い
ま
で
も
、
「
選
ん
ま
を
推
認
さ
せ
る



(
倒
的
え
ば
、
就
授
の
公
表
、
披
露
、
就
経
儀
式
の
挙
行
な
ど
〉

の
存
水
口
、
あ
る
い
は
選
任
に
対
す
る
日
選
正
京
内
の
告
律
的
決
定
な
い

し
こ
れ
と
同
視
し
得
る
よ
う
な
間
接
事
実
(
例
え
点
、
賞
在
投
員
ら
に
よ
る
ネ
認
、
新
法
主
に
よ
る
儀
式
の
挙
行
と
列
席
者
の
承
認
な

ど
)
の
存
否
を
定
議
立
証
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

の
直
接
事
笑
は
吋
血
脈
栢
承
』
で
あ
り
、

ぞ
れ
は
裁
判
所
の
判
断
す
ベ

は
な
い
が
、
右
側
内
示
の
閣
接
事
実
は
、
教
義
、
教
理
の
内
容
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判

所
に
と
っ
て
判
断
可
能
な
社
会
的
挙
笑
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
の
存
苔
に
よ
っ
て
、
批
判
所
は

A
が
宗
教
法
人
た
る
日
蓮
正
系
の
代

表
役
員
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
あ
ゐ
」
。

*数E自体の ~í孝俊一 Bヨドの場合(桐ケ谷)

(
週
間
内
務
付
げ
の
翻
交
官
の
判
例
解
説
と
し
て
、
後
凶
省
三
・
帯
臨
時
吋
ヌ
匂
務
む
珍
一
七
七
九
一
災
二
九
八
五
年
)
(
最
商
品
融
制
判
断
判
例
解
説
民
事
篇
焔
和
五
六
年
度

等
斡
げ
一
ご
二
頁
)
、
創
刊
制
問
湖
町
釈
と
し
て
、
谷
口
h
知
市
T
-
悶
民
間
八
六
巻
二
号
八
九
爽
竺
九
八
二
年
)
(
宗
碍
期
五
齢
判
所
収
可
中
野
貞
二
郎
・
邸
入
一
篠
山
関
滋
繁
二
版
一

O
頁

(
一
九
八
一
一
年
〉
、
藤
井
俊
夫
・
ジ
ュ
リ
七
六
八
管
関
昭
和
五
六
年
季
一
購
買
判
例
解
剖
瓶
一
一
六
頁
(
一
九
八
二
年
可
後
土
日
待
問
誌
…
一
一
八
潔
二
九
八
二
年
)
、
緩
後
森

浮
・
制
判
夕
鶴
七
二
号
(
災
祭
主
岡
常
利
例
制
桝
説
)
一
一
一
九
一
良
二
九
八
一
一
年
)
、
若
原
茂
・
ジ
ュ
リ
セ
泌
六
号
一

O
ニ
実
力
九
八
一
年
)
、
佐
藤
判
明
・
法
七
三
一
七

号
一
八
頁
(
一
九
八
…
年
、
笹
川
紀
雄
一
法
数
一
一
邸
付
二
一

O
頁
二
九
八
一
年
〉
、
松
本
日
目
悦
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
一
一
回
巻
八
号
五
五
一
員
二
九
八
一
年
)
、
竹
中

然
・
法
セ
ヨ
ニ
綴
号
一
二
八
一
員
三
九
八
二
年
て
住
吉
捕
寸
法
七
三
二
五
芳
一
三
八
寅
三
九
八
二
布
之
、
は
や
し
・
し
う
ぞ
う
・
符
の
法
令
一
一

O
七
分
間
同
五

寅
二
九
八
一
年
)
、
山
川
凶
憾
久
・
法
学
研
究
(
慶
応
)
笈
一
念
品
切
一
一
一
号
一
二
聞
出
百
剣
士
九
八

m

…
年
)
、
野
坂
泰
潟
・
祭
料
夜
遊
世
帯
二
獄
七
O
一
興
(
一
九
九
一
年
)
が

あ
り
、
原
判
決
の
災
釈
と
し
て
、
ム
小
宮
主
政
人
・
創
刊
細
川
評
論
一
一
一
二
号
一
二
一
一
日
策
二
九
七
六
年
)
、
平
野
武
-
綴
校
法
学
九
巻
二
号
二
六
九
一
災
三
九
七
六
年
)
(
後

教
法
務
粥
九
一
機
所
以
)
、
渡
遺
捌
刑
務
・
愛
知
学
院
大
学
宗
教
法
制
緩
炎
所
紀
前
官
二
五
号
八
一
一
一
夜
{
一
九
む
九
年
)
。

な
お
、
経
過
の
概
獲
に
つ
き
、
桝
ケ
ハ
合
・
前
掲
法
〈
i
)
の
い
が
教
法
五
号
ム
ハ
九
関
j

仁
七
一
員
、
四
円
「
衣
を
被
っ
た
{
泳
教
紛
争
と
司
司
法
権
」
法
令
機
制
慾
法
訴
訟
二

六
回
頁
(
一
九
人
ヨ
年
)
参
町
田
…

3

(
げ
)
開
門
前
世
M
W
の
調
査
{
包
の
判
例
制
解
剖
紙
と
し
て
、
魚
住
膚
夫
・
商
時
件
付
開
閉
じ
…
品
位
五
号
二
王
一
一
一
興
ご
九
九
一
年
)
(
最
高
裁
判
判
断
判
例
解
説
民
事
務
平
成
一
応
年
後
一
火
事

件
一
一
八
六
声
、
)
、
創
刊
制
内
線
釈
と
し
て
、
町
内
・
ジ
ュ
リ
九
附
閃
八
芳
一
一

0
0
頁
ご
九
九
ハ
〉
年
〉
、
大
沢
秀
介
・
ジ
ュ
リ
九
m
出
七
口
ぢ
八
三
(
一
九
八
九
年
可
市
川
正
人
a

法
教
二
五
珍
七
五
災
(
一
九
九
O
年
九
州
伊
藤
幾
・
制
判
タ
七
一

C
Mぢ
間
関
阪
七
九
八
九
年
六
ぷ
綴
ホ
ム
ム
添
・
税
法
判
例
リ
マ
!
ク
ス
一
九
九
O
年
二

O
一
一
一
夜
、
松
浦
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九
九

年
〉
、
長
田
内
徹
・
制
判
例
議

蹴
ヤ
ジ
ュ
ワ
九
ぬ
か
七
号
平
成
“
光
年
度
重
要
約
制
内
解
説
-
一
一
災
二
九
九
O
年
九
銭
掠
練
中
平
治
・
ゆ
が
一
判
官
選
第
一
一
級
七
二
頁

議
一
二
七
七
間
一
付
近
八
一
員
三
九
九

O
和
ザ
ペ
芯
川
川
明
・
必
山
帯
十
日
記
九
(
縫
応
)
六
三
谷
八
号
九

O
一
良
三
九
九

O
年
)
、
竹
下
守
夫
・
民
務

ご
九
九

O
年
)
が
あ
与
右
一
家
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
女
弔
問
鏑
経
議
後
法
学
一
八
品
物
一
号
七
七
商
問
〈
一
九
八
支
年
)
。

な
お
、
間
的
判
決
を
中
心
と
す
る
議
機
と
し
て
、
竹
下
守
夫
「
印
刷
体
の
お
律
的
処
分
と
裁
判
所
の
審
判
判
権
」
数
時
期
所
報
…
一
…
ふ
ハ
今
一
一
興
(
一
九
九

O
年
)
、
中
野
貞

的
助
「
判
叫
淡
審
判
緩
め
閣
制
定
基
準
〕
災
期
間
一

O
三
枇
竺
芳
一
亥
土
台
ん
九

O
担
芝
、
佐
藤
幸
治
「
審
判
悼
惜
の
範
綴
と
限
界
」
ジ
ユ
リ
七
二
マ
一
九
六
一
政
〈
一
九
九
一
年
〉
、

問
「
祭
教
団
体
紛
争
と
可
法
機
…
法
教
二
一
…
六
号
二
包
災
三
九
九
一
一
年
九
湾
機
安
公
一

z

審
判
時
擦
の
開
限
界
に
つ
い
て
」
法
教
一
…
九
号
九
C
W
M
(

一
九
九

O
年)、

組
棋
連
絡
馨
「
羽
市
教
団
体
の
開
始
時
的
結
果
ゑ
必
の
法
理
」
…
…
一
ヶ
月
牽
古
希
記
念
論
文
集
二
員
二
九
九
↓
年
)
、
小
林
秀
之
「
限
内
務
訴
訟
法
の
淡
代
的
問
題

(
2
)
」
制
刊

タ
七
五
ハ
〉
号
一
六
商
同
二
九
九
二
去
、
続
ケ
後
慾
〔
蓮
華
寺
市
伊
伶
最
高
裁
判
決
(
手
成
元
年
九
月
八
日
〉
の
経
治
と
問
題
点
!
被
ま
ん
だ
ら
判
決
〈
昭
和
五
六
年

閲
月
七
日
)
と
対
比
し
て
二
泳
教
法
一

O
い
え
七
頁
二
九
九
一
年
コ

〈
叫
岬
〉
創
刊
例
都
計
釈
と
し
て
、
篠
山
別
総
・
利
時
一
五
一
八
叫
す
ニ

O
八
百
円
〈
判
判
例
評
議
開
間
二
一
関
号
)
(
一
九
九
五
年
て
絞
井
茂
記
・
民
総
一
一
…
務
六
号
一

O
九
資
(
一
九

九
五
年
)
、
須
藤
典
明
・
判
タ
バ
ハ
八
戸
一
号
平
成
六
年
度
主
鑑
賞
民
察
側
判
例
制
肝
畿
二
三
人
寅
二
九
九
五
年
〉
。

(
翌
日
u
蓬
正
也
前
で
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
異
説
を
漂
白
と
す
る
処
分
に
先
怠
っ
て
宗
務
除
の
命
令
に
後
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
綾
僚
に
な
さ
れ
た
処
分
を
め
ぐ
っ
て
も
問
問

擦
の
訴
訟
が
係
察
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
担
相
次
い
明
、
優
高
裁
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
最
二
小
料
平
成
五
年
九
月
一

O
認
・
判
碍
一
五

O
T
一
号
一
八

頁
{
紗
真
寺
事
件
守
泰
一
ー
小
創
刊
平
成
五
年
二
月
三
五
日
恥
創
刊
時
一
五

0
…
一
攻
守
一
八
W
H

〈
小
湿
原
教
会
準
件
)
な
ど
で
み
る
。
こ
の
う
ち
世
間
務
は
、
処
分
後
者
の

地
伎
の
存
谷
じ
つ
い
て
の
制
判
断
が
、
後
お
に
つ
い
て
は
処
分
事
自
の
存
否
に
つ
い
て
の
判
断
が
‘
教
義
な
い
し
綴
仰
の
市
内
務
に
つ
い
て
の
鮮
鋭
を
す
る
こ
と
を
さ

げ
ら
れ
な
い
と
い
う
双
山
闘
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
法
律
上
の
争
絞
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
訴
え
を
却
下
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

(
知
山
)
倒
的
導
件
の
器
開
講
品
物
h

の
制
判
例
耕
解
説
と
し
て
、
湾
海
孝
豆
・
智
時
限
八
巻
ニ
サ
五
人
O
W問
〈
一
九
九
六
年
十
)
(
最
裁
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
第
一
千
成
五
年
度
一
二
一
一
事
件

七
二
八
百
只
て
判
例
評
釈
と
し
て
、
石
川
崎
揮
治
・
ジ
ュ
リ
一

O
四
六
践
す
平
成
五
年
殿
塗
要
判
例
解
説
一
一
頁
二
九
九
協
和
サ
ペ
新
裳
参
功
例
・
税
法
判
例
わ
り
?
!
タ

ス
〈
ぬ
)
〈
一
九
九
家
(
上
)
〔
平
成
六
年
度
割
判
例
制
壁
面
〕
〉
一
四
O
頁
三
九
九
五
年
勺
大
石
舞
・
絞
数
二
ハ
ヨ
珍
一

O
二
一
員
二
九
九
凶
年
〉
、
笹
沼
栄
前
・

織
法
判
例
苔
選
〔
第
三
版
〕
…
一
一
九
六
頁
〈
一
九
九
四
年
〉
、
坂
原
正
ホ
人
・
法
学
研
究
{
緩
応
)
六
七
巻
一

O
ロ
ザ
人
丸
一
員
(
一
九
九
四
年
)
、
減
却
柑
酷
眠
・
北
大
法
学

総
集
m
閥
ム
ハ
後
二
号
一
五
九
災
(
一
九
九
五
年
)
。

〈
幻
)
判
例
印
刷
宛
と
し
て
、
東
京
判
決
〈
白
蓮
院
薬
品
汁
)
に
つ
き
ゃ
齢
制
貞
一
向
勝
・
剥
タ
七

O
開
問
診
七
六
百
只
二
九
八
九
盆
台
、
東
京
判
決
、
松
江
判
決
〈
薬
王
寺
事
件
)

。
二
考
浅
間
ザ

O
蕊
爽
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に
つ
き
桐
ケ
谷
猿
「
段
差
正
宗
異
説
訴
訟
よ
泳
教
団
体
内
部
の
自
慾
織
と
品
語
録
の
審
判
憤
!
」
制
霊
法
学
一
八
巻
盟
百
万
一
一
一
七
賢
二
九
八
九
年
)
。

(
忽
そ
の
晶
階
、
自
律
結
果
受
容
論
告
採
用
し
た
下
級
審
の
判
決
と
し
て
、
字
都
宮
地
判
明
平
成
元
年
間
間
月
二
七

8
・
未
登
歳
、
慾
潟
地
判
平
成
元
年
間
間
月
二
八
円
?
来

絞
殺
、
淡
築
地
判
平
成
一
%
年
五
月
一
一
五
日
・
判
タ
七
…
況
判
サ
一
一
五
五
束
、
水
一
戸
地
太
減
交
割
判
明
T
成
元
年
六
月
二
五
日
・
判
タ
七
一
五
号
二
六
五
一
災
、
青
森
地
特
平

成
元
年
六
月
二
乞

m
-
判
タ
七
一
一
滋
号
二
一
一
一
八
相
問
、
子
築
地
判
平
成
元
年
七
月
…
九
日
・
米
登
載
、
大
晶
体
泌
総
平
成
元
年
二
男
一
九
円
口
・
米
景
盤
戦
。

四

学
説
の
概
要

宗
教
間
体
の
内
部
紛
争
と
翠
法
審
査

般
的
に
、
自
律
的
法
規
範
を
有
す
る
社
会
な
い
し
団
体
は
そ
の
事
務
等
を
他
か
ら
の
関
与
電
子
渉
な
し
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
宗
教
団
体
に
関
し
て
は
、
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
う
な
ど
の
宗
教
上
の
行
為
が
憲
法
で
保
障
ぢ
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れ
た
信
教
の
忠
自
の
も
と
に
あ
り
、
僑
仰
、
規
律
、

宗
教
上
空
事
項
や
説
教
上
の
投
職
員
の
任
免
等
に
つ
い

ぴ〉

35理主主遺体のお律俊一日本の場合{繍ケ主主)

干
渉
か
ら
の
自
由
が
様
際
さ
れ
て
い
る
(
憲
法
ご
合
条
。
な
お
、
宗
教
法
人
法
一
条
二
項
、
八
蕊
条
参
照
)
と
こ
ろ
か
ら
、
他
の
団
体

(一)比
し
ょ

慎
設
な
舵
識
が
要
求
さ
れ
る

以
下
の
点
に
つ
い
て
は
、
判
倒
も
一
致
し
て
お
り
学
説
上
も
特
に
異
論
は
な
い
。

宗
教
上
の

-
解
釈
、
信
仰
の
価
値
、
宗
教
上
の
地
投
(
教
祖
、
法
主
、
住
職
な
ど
)
の
存
否
自
体
を
訴
訟
物
と
す

る
訴
訟
が

の
争
訟
」
に
当
た
ら
ず
、
裁
判
所
の
務
利
権
が
及
ば
な
い
こ
と
。

開
災
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
請
求
の
当
否
の
判
断
の
前
提
問
題
と
し
て
、
特
定
入
に
つ

(2) 

。ヲ

地

伎
と
し
て
の
住
職
等
の
地
位
の
存
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
の
内
谷
が
宗
教
上
の
教
義
の
解
釈
等
本
来
宗
教
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出
体
が
そ
の
自
治
に
よ
っ
て
決
定
す
べ

わ
た
る
と
き
は
格
梨
、
そ
う
で
な
い
銀
り
、
裁
判
所
は
、
そ
の
地
位
の
存
否
〈
選
在

な
い
し
罷
免
等
の
適
否
)
に
つ
い
て
審
判
権
を
夜
寸
る
こ
と
。

(3) 

信
仰
上
の
価
値
判
断
や
教
義
解
釈
な
ど
本
来
宗
教
団
体
が
そ
の
自
治
に
よ
っ
て
決
定
寸
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
審
判

機
が
及
ば
な
い
こ
と
。

一
一
問
題
は
、
本
来
宗
教
団
体
が
自
治
的
に
決
定
す
べ
き
宗
教
上
の
教
義
・
信
却
な
い
し
は
宗
教
活
動
に
関
す
る
事
項
が
具
体
的
な

権
制
義
務
ま
た
は
法
律
関
係
の
存
否
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
の
前
提
問
題
に
と
ど
ま
る
が
、
請
求
の
当
否
を
決
す
る
に
つ
い
て
そ
の
点

の
判
断
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
裁
判
所
と
し
て
は
ど
の
よ
う
審
理
'
判
断
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
が
…
で
あ
る
。
以
下
こ

の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

2 

宗
教
上
の
事
項
が
前
提
関
親
と
な
っ
た
と
き
の
裁
判
所
の
審
禦
・
判
断
方
法
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。

一
却
下
説

右
の
よ
う
な
宗
教
上
の
問
題
が
請
求
の
曳
涯
を
決
す
る
の
に
不
可
欠
の
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
紛
争
の
核
心
を
な
し
て
い
る
場
合
に

は
、
形
の
上
で
は
法
律
上
の
紛
争
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
法
令
の
適
用
に
よ
り
終
締
約
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、

訴
え
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
判
剖
と
し
て
は

(
9
}
を
皮
切
り
に
し
て
、
{
日
〕
{
日
〕
〔
立
〕
が
こ
の
立
場
を
と
っ

て
い
る
。

宗
教
上
の
事
壌
に
審
判
権
が
及
ば
な
い
理
由
が
、
国
家
は
宗
教
上
の
事
項
に
介
入
せ
ず
、
抗
争
す
る
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
肩
入
れ
す

る
こ
と
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
訴
訟
物
は
権
利
の
存
衝
の
争
い
の
形
を
と
っ
て
い
て
も
、

そ
の
紛
争
の
実
費
が
教
義
や
信
仰
上
の
争
い
で
あ
る
場
合
に
は
、
笑
体
判
決
を
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
争
い
の
一
方
の
立
場
を
正
麗
か



ら
支
持
す
る
結
果
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
裁
判
所
の
一
小
平
渉
、

vミ

そ
の
事
件
を

そ
も
そ
も
現
り
上
げ
な
い
と
い
う
形
の
訴
え
却
下
の
判
決
で
事
件
を
打
ち
切
る
の
が
撃
ま
し
い
、

二
本
案
判
決
説

こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
伺
ら
か
の
方
法
で
本
案
判
決
を
す
べ
き
で
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
宗
教
上
の
事
項
が
前
提
問
題
と
な
っ

O 

て
い
る
こ
と
を
線
由
に
訴
訟
上
の
議
求
で
あ
る
私
法
上
の
権
利
に
つ
き
司
法
救
済
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
屈
託
の
裁
判
を
受
け
る
権
利

に
な
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
方
法
で
本
案
判
決
を
す
る

か
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
次
の

つ
め
考
え
方
が
あ
る
。

(1) 

そ
の
一
は
、
主
張
立
託
業
任
に
よ
り
判
決
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

の成吋一

否
を
決
す
る
に
つ
き
不
可
欠
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
宗
教
上
の
教
義
の
真
否
・
解
釈
、
…
細
川
仰
の
対
象
の
錨
鎖

67 

等
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
主
張
立
証
責
任
の
所
在
に
従
い
、
そ
の
点
に
つ
い
て
主
張
立
証
実
任

fiミ李主将H事の五1様性 白本の場合{紛争全会}

を
魚
、
つ
当
事
者
に
不
利
な
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
c

前
記

[
9
]
事
件
判
決
に
お
け
る
寺
田
裁
判
官
の
意
昆
が
こ

〈
判
似
〉

っ
て
い
る
。

(2) 

み
」
柄
、

そ
の

べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
前
設
問
臨
た
る
宗
教
上
の
事
項
に

つ
い
て
は
当
詰
宗
教
団
体
の
自
治
な
い
し
自
律
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ぞ

原
到
と
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
判
断
の
基
礎
と
し
て
去
最
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
信

こ
の
説
を
採
る
立
場
で
も
、
白
治
的
な
い
し
自
律
的
決
定
と
い
っ
て
も
、
全
く
無
制
限
に
白
窃
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

(
閉
山
)

体
的
・
手
続
的
制
約
践
を
受
け
る
と
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
[
日
}
{
日
]
事
件
の
よ
う
に
、
宗
教
団
体
の
な
し
た
懲
戒

内
廷
の
俊
夫

処
分
の
効
力
が
争
わ
れ
、
議
政
務
自
の
存
否
が
宗
教
上
の
教
義
。
信
仰
の
内
容
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
懲
戒
権
者
の
処
分
権
限
の
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存
否
も
「
血
脈
相
承
」
と
い
う
宗
教
上
の
教
義
・
信
仰
の
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
し
て
制
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
相
場
合
に
、

「
血
脈
相
承
い
の
存
否
に
つ
い
て
も
当
該
宗
教
団
体
の
自
律
抽
出
決
定
に
委
ね
、
そ
の
決
定
を
歯
守
護
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
肯
定
す
る
見
解
と
、
懲
戒
権
者
の
処
分
権
緩
が
存
恋
す
る
こ
と
は
宗
教
間
体
の
自
律
的
処
分
の
効
力
を
尊
重
す
る
た
め
の
絶
対
的
前

(
汐
)

提
要
件
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
裁
判
所
が
自
ら
務
査
す
る
こ
と
を
饗
す
る
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。

一二

弘
見

]
の
よ
う
な
事
業
に
つ
い
て
法
律
上
の
争
訟
性
そ
詩
定
し
却
下
判
決
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
異
論
は
な
い
。
問
題
は

〔

M

W

]

[

の
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
却
下
で
よ
い
の
か
自
律
結
巣
を
所
与
の
前
提
に
し
て
本
家
判
決
を
す
る
の
が
よ
い
の
か
で
あ
る
。

宗
教
関
体
の
自
律
権
を
尊
識
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
自
律
結
条
令
所
与
の
前
提
に
し
て
本
案
判
決
を
す
る
と
い
う
考
え
方
に
共

感
を
覚
え
る
が
、
他
方
、
こ
の
よ
う
な
教
義
や
信
仰
に
関
す
る
判
断
を
め
ぐ
る
紛
争
に
お
い
て
、
裁
判
所
が

-68… 

方
当
事
者
側
の
出
足
俸
給

来
な
る
も
の
を
募
盤
す
る
こ
と
は
、
結
楽
的
に
教
義
、
信
仰
に
か
か
わ
る
宗
教
団
体
内
部
の
対
立
の
一
方
に
肩
入
れ
寸
る
こ
と
に
な
り
、

ひ
い
て
は
属
家
機
関
の
祭
教
的
中
立
牲
を
結
来
的
に
害
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
の
匙
倶
も
ぬ
ぐ
い
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

宗
教
上
の
や
い
は
、
み
来
当
該
宗
教
団
体
の
内
部
に
お
い
て
長
年
丹
を
か
け
て
も
自
治
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
、
つ

ま
で
も
な
い
。
最
高
裁
が
、
門
日
〕
の
蓮
華
寺
務
件
判
決
以
降
も
荷
積
泰
案
に
、
執
捻
に
却
下
判
決
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
も
の
と
患
わ
れ
る
。

な
お
、
自
律
給
条
を
尊
撃
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
律
的
規
範
が
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
認
定
と
、
そ
の
規
範
に
制
黙
っ
た
手
続
き

な
い
し
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
の
認
定
が
前
提
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
宗
教
団
体
の
定
立
す
る
規
範
と
は
か
け
離
れ
た
問
機
泰

実
を
い
く
ら
積
み
上
げ
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
規
範
の
定
め
る
自
律
結
楽
が
存
裂
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
露
定
で
き
な
い
。



(
幻
)
絞
ま
ん
だ
ら
事
件
に
つ
い
て
は
、
後
〈
倒
的
〉
欄
明
記
以
外
は
お
お
か
ね
却
下
判
決
に
を
支
持
し
て
い
た
が
、
蓮
華
寺
事
件
に
つ
い
て
は
、
自
律
結
果
受
務
総
が
、

ふ
人
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
州
却
下
剖
識
を
削
明
確
に
上
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
魚
住
・
続
岨
樽
仲
間
〈
げ
て
住
吉
・
務
樹
博
法
〈
同
州
、
同
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
公
八
掛
照
明
大
号

笈
四
頁
(
一
九
人
五
年
可
本
間
・
前
掲
注
〈
げ
)
。
小
林
・
議
掲
げ
法
(
さ
は
や
や
総
絡
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
総

γ
に
同
組
問
し
て
い
る
。
市
川
ヤ
輪
前
掲
注
(
門
U

)

H
M

事
案
の
特
殊
伎
と
い
う
限
定
付
き
で
却
下
終
決
を
支
持
し
て
い
る
。

(
泌
)
海
運
命
滋
認
(
担
、
山
居
・
諮
揖
建
(
段
、
申
務
長
滋
桶
円
迂
(
時
)
(
立
の
名
義
為

(
お
二
射
撃
〈
立
漫
認
の
判
槌
義
・
秘
総
務
の
之
伊
藤
・
吉
署
e

詮
満
州
・
悠
勝
ム
担
金
?
の
名
義
釈
な
ら
び
に
笠
?
蕊
将
官
稿
・
総
浦
叩
・
翌
日
谷
の
差
誕
百
、
港
十
の

ω

一ュア

ン
ス
の
途
い
は
多
季
、
お
お
む
議
後
絵
筆
量
摘
を
と
っ
て
い
る
。
な
h

晶
、
ヰ
動
穫
に
つ
い
て
は
、
泌
(
幻
)
蓄
ー

{
お
)
箆
隆
芳
山
田
，
議
描
持
「
一
謀
議
品
保
内
部
の
設
芝
、
設
?
前
理
i
(
ぴ
)
評
教
お
よ
立
機
句

{
ぎ
竹
下
・
前
四
四
ぽ
〈
笠
務
嬰
お
よ
び
諸
積
は
、
終
議
議
に
つ
い
て
は
自
体
綴
祭
に
委
ね
て
よ
い
が
、
処
分
援
問
問
に
つ
い
て
は
数
判
的
が
B
A委
筆
す
を

F
￥
婆
す
与
と
す
毛
。
な
お
、

申
臨
河
合
阪
空I
(
立
論
議
参
宅

五

行
政
権
に
対
す
る
臨
律
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宗
教
語
体
の
自
律
性
は
立
法
権
、
行
政
権
か
ら
も
保
障
祭
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
成
七
年
に
な
さ
れ
た
宗
教
法
人
法
の
改
正
と

の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

。

改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由

改
正
法
は
、
倍
者
そ
の
惣
の
創
刊
帯
…
関
係
人
は
、
一
え
お
な
利
益
の
あ
る
場
合
、
宗
教
法
人
法
(
以
下
、
脳
卒
に
「
法
」
と
一
…
一
白
う
場
合
も
あ
る
)

財
務
関
係
幾
知
・
綴
簿
の

一
一
五
条
で
備
え
付
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
、
絞
簿
に
つ
い
て
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
簡
覧
を
求
め
る
こ
と
が
マ
き
る
旨
規
定
し

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
法
人
の
財
務
会
計
等
の
管
理
運
営
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
よ
り
民
主
的
運
営
や
透
鴇
性
を
高
め
る
べ
き
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で
あ
る
と
い
う
社
会
一
般
の
論
想
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
ヘ
「
宗
教
法
人
の
公
共
笠
に
対
応
し
た
公
正
な
運
営
を
よ
り

経
確
保

す
る
こ
と
が
必
婆
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
(
報
告
書
一
一

二
財
務
関
係
書
頒
・
緩
簿
の
提
出
義
務

設
正
法
は
、
宗
教
法
人
に
対
し
、
財
務
関
係
を
や
心
と
し
た
一
定
の
洛
類
を
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
報
告
書
に

) 。

は
そ
の
理
鳴
と
し
て
、
ゆ
「
所
轄
庁
が
宗
教
法
人
の
骨
傍
観
的
な
活
動
状
況
を
犯
挺
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
法
人
が
宗
教
間
体
と
し
て

の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
確
認
等
、
所
轄
庁
が
現
行
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
裁
任
を
適
切
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
宗
教
法
人
鶴

産
の
適
正
な
運
用
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、

辺
不
教
法
人
側
の
適
正
、
適
切
な
事
務
処
理
に
つ
い
て
の
白
幻
覚
令
促
し
、

教
法
人
法
の
基
本
で
あ
る
宗
教
法
人
の
自
治
能
力
と
管
理
運
営
の
透
明
性
の
向
上
に
炎
す
る
甲

等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
報
告
書

五一良)。
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財
務
関
係
書
類
の
性
質

問
題
点
に
つ
き
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
財
務
関
係
書
類
の
性
繋
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
晃
て
お
き
た
い
。

財
務
関
係
の
書
類
や
帳
簿
に
は
単
に
数
字
だ
け
で
な
く
、
活
動
の
内
容
や
録
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
問
題
も
反
映
さ
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
財
産
吾
録
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
特
別
財
産
の
項
目
に
は
、
「
本
尊
、
神
像
等
の
礼
拝
の
対
象
と
な

る
物
件
」
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
き
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
財
産
臼
録
を
見
れ
ば
そ
の
宗
教
関
体
が
礼
拝
の
対
象
と
し
て
い
る
本

議
維
や
神
像
等
(
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く

の
部
分
で
あ
る
)
が
明
ら
か
に
な
る

0

・
ま
た
、
成
支
計
算
書
で
は
、
宗
教
活
動
収
入
と
し

て
、
「
供
養
」
と
か
「
布
施
い

等
信
者
か
ら
の
宗
教
上
の
献
金
の
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
宗
教
活
動
費

と
し
て
「
儀
式
費
」
、
「
一
行
事
費
」
、
「
布
教
費
」
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
宗
教
活
動
の
側
閣
と
表
裂
の

関
係
に
あ
り
ー
ー
と
い
う
よ
り
宗
教
活
動
そ
の
も
の
と
い
っ
た
方
が
よ
い

!
i
i
単
に
数
字
だ
け
出
せ
ば
い
い
と
い
っ
て
も
、
そ
の
数



{
チ
(
「
俗
」
の
側
面
)
を
通
し
て
宗
教
法
人
の
宗
教
活
動
(

の
側
面
)
の
実
態
と
い
う
も
の
が
表
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
要
す
る
に
、
数
字
や
財
産
を
通
し
て
活
動
の
中
身
、
す
な
わ
ち
扮
れ
も
な
く
京
教
語
体
の
「
聖
」
の
側
面
に
あ
た
る
部
分
が
反

映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
部
分
に
国
家
が
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
友
、
そ
れ
は
も
は
や
、
断
中
に
俗
の
側
海

の
み
に
対
す
る
調
家
の
関
与
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
撃
の
部
分
に
対
す
る
間
出
家
の
関
与
に
も
つ
な
が
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
二
つ
の
改
正
点
に
つ
い
て
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

3 

調
朱
義
務
の
間
関
麹
点

合
正
な
運
営
を
磁
保
す
る
た
め
と
い
う
理
由
で
、
改
正
法
の
よ
う
に
、
宗
教
法
人
に
、
問
。
ぷ
を
、
詰
徐
な
ど
の
公
権
力
安
も
っ
て
一

律
に
強
制
す
る
と
い
う
発
想
は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
り
、
危
険
で
あ
る
。

憲
法
が
保
障
す
る
信
教
の
自
由
は
、
宗
教
間
体
の
自
主
的
・
自
律
的
運
営
権
を
も
含
心
。
い
か
な
る
者
が
運
営
に
携
わ
る
の
か
、
会
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正
な
運
営
を
揺
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
か
等
は
、
各
宗
教
関
体
が
、
そ
の
教
義
・
信
仰
、
授
史
‘
伝
統
、
信
者
と
の
関
係

性
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
自
ら
の
資
任
に
お
い
て
自
主
的
・
自
律
的
に
決
め
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
、
憲
法
は
考
え
て
い
る
。
公
正
な
遥

宗教弱体の自律性一日本の機会(桐ケ主主}

営
を
醤
る
た
め
に
は
開
示
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
。
開
示
令
す
る
か
密
か
、
ま
た
、

誇
示
す
る
場
合
も
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
ど
の
よ
う
な
範
潤
の
人
々
に
開
示
す
る
か
等
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
宗
教
法
人
の
賛
任
と

自
主
性
に
校
せ
る
べ
き
事
柄
と
い
え
る
。
ど
の
宗
教
法
人
に
も
、
公
権
力
を
も
っ
て
、
一
問
一
的
か
っ
一
律
に

i
i
:
し
か
も

。〉

領
域
の
事
項
に
密
接
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て

ill
開
示
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
自
治
な
い
し
自
律
に
対
す
る
介
入
で
あ
り
、

き
れ
な
い
。

ヰ

提
出
義
務
の
問
題
点

擬
出
義
務
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
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ま
ず
前
記
理
由
の
①
法
、
は
か
ら
ず
も
所
轄
庁
に
よ
る
宗
教
法
人
の
「
活
動
状
況
」
の
「
器
援
」
が
そ
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
自
認

し
て
い
る
ο

ま
た
、
「
宗
教
詩
体
と
し
て
の
要
件
」
を
「
備
え
て
い
る
こ
と
」
の
篠
認
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法

A

一
条
の
要
件
、
す

な
わ
ち
宗
教
間
体
の
「
教
義
を
ひ
ろ
め
」
「
儀
式
行
事
を
行
い
」
「
信
者
を
教
生
育
成
す
る
」
と
い
う
部
分
を
所
轄
庁
が
恒
常
的
に
把
握

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
法
人
が

の
部
分
の

a

要
件
を
係
争
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
所
轄
庁
が
慨
常
的
に
把
握
し

て
い
く
た
め
に

の
書
類
、
を
徒
指
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
こ
れ
も
、
聖
な
る
部
分
を
一
線
常
的
に
監
視
し
て
い
き
た
い
か

ら
、
提
出
義
務
を
課
す
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
に
等
し
い
。

次
に
、
提
出
さ
せ
る
目
的
は
何
か
。
た
だ
欝
類
を
積
ん
で
お
く
た
め
だ
け
の
提
出
で
あ
る
な
ら
ば
提
出
さ
せ
る
意
味
は
侭
も
な
い
。

提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
状
況
把
握
を
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
宗
教
法
人
に
対
し
て
指
導
・
監
督
等
の
作
動
を
と
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
提
出
義
務
を
負
わ
せ
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
財
務
会
計
に
剛
附
す
る
書
類
の
提
出
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
、
所
轄
庁
が
宗
教
法
人
の
聖
な
る
部
分
に
関
与
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
公
権
力
に
よ
る
、
宗
教
法
人
の
§
治
・
自
律
に
対
す
る
管
埋
・
千
渉
に
つ
な
が
り
、
信
教
の
閉
山
闘
に
対
す
る
震

害
と
な
る
。

ま
た
、
宗
教
法
人
の
型
の
事
墳
に
公
権
力
の
関
与
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
か
ら
の
監
視
の
下
で
宗
教
活
動
を
行
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、

い
つ
も
国
家
の
包
を
気
に
し
な
が
ら
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
活
動
が
萎
縮
し
て
し
ま
う
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
そ
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、
信
教
の
自
由
・
政
教
分
離
原
則
の
眼
目
な
の
で
あ
る
。

舎
に
つ
い
て
も
問
題
点
は
多
々
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
問
題
点
と
し
て
、
宗
教
法
人
の
自
治
能
力
や
管
理
運
常
の
透
明
性
は
、
国
家

が
強
制
的
に
押
し
つ
け
る
べ
き
類
い
の
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
そ
指
議
し
て
ぶ
く
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
改
正
は
、
宗
教
国
体
の
自
律
機
を
侵
害
し
信
教
の
自
由
を
侵
す
、
き
わ
め
て
違
憲
性
が
強
い



も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(
お
)
改
沈
の
経
過
お
よ
、
び
開
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
一
六
秒
(
一
九
一
丸
公
年
)
掲
殺
の
で
J

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
宗
教
淡
人
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
線
問
題
」
」
(
池
山
臨
館
、

カ
久
隆
積
、
捌
持
政
行
‘
機
ヶ
谷
章
‘
矢
吹
輝
夫
、
安
渓
敏
夫
、
平
野
武
)
。
な
お
、
桐
ケ
谷
宗
教
法
人
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
縄
問
題
点
よ
宗
教
団
体
に
糾
問
す
る
管

理
の
祭
器
燕
の
導
入
の
有
無
と
是
滋

i
」
創
健
法
学
一
一
六
巻
二
-
一
二
合
併
号
九
資
料
以
下
お
よ
び
間
論
文
の
法

(
2
)
掲
認
め
論
文
参
照
。

(
怨
宗
教
法
人
審
議
会
の
一
九
九
五
(
平
成
七
)
年
九
月
二
九

g
品
目
け
ヱ
)
鵡
一
教
法
人
制
伎
の
改
正
に
つ
い
て
(
報
告
と
と
題
寸
る
総
告
書
。
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ノ、

告
括
関
係
と
被
包
括
宗
教
法
人
の
自
然
性

宗
教
団
体
と
り
わ
け
被
法
措
宗
教
法
人
が
自
律
的
に
活
動
す
る
た
め
に
は
、
隊
十
に
関
家
に
対
し
自
律
牲
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
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包
括
宗
教
関
体
に
対
し
て
も
自
律
性
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宗
教
法
人
法
は
、
そ
の
よ
う
な
樫
念
の
も
と
に
、
被
忽
括
宗

教
法
人
の
包
括
宗
教
団
体
に
対
す
る
自
律
性
を
慎
重
に
規
定
し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

宗教関体Q)務総性ー日本の場合{機ケ主主)

相
万
一
規
定

宗
教
法
人
法

条

、
五
日
げ
か
ら
一
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
他
の
宗
教
団
体
を
制
約
し
、
ま
た
は
他
の
宗
教

団
体
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
事
項
を
a
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
項
を
双
方
の
規
則
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
教
派
、

宗
派
、
教
団
な
ど
の
他
律
的
な
獄
後
、
支
配
を
否
定
し
、
個
々
の
宗
教
法
人
の
自
主
性
、
自
律
性
を
保
援
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
代
表
没
員
が
笹
括
宗
教
関
体
の
托
表
没
員
に
よ
っ
て
長
命
さ
れ
る
と
か
、
ま
た
は
就
任
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
認
証
を
受

け
る
と
か
、
防
産
処
分
や
規
則
の
変
受
に
あ
た
っ
て
詩
話
宗
教
程
体
の
代
表
役
員
の
承
認
を
必
要
と
す
る
な
ど
、
包
括
宗
教
団
体
に
制

約
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
事
項
は
、
話
括
宗
教
活
体
の
規
制
別
だ
け
で
は
な
く
被
包
指
宗
教
法
人
の
規
則
に
も
記
載
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す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
包
括
宗
教
団
体
の
規
刻
中
に
の
み
、
被
包
括
宗
教
法
人
を
制
約
す
る
皆
の
規
定
が
あ
っ
て
も
、
包
括
宗
教

自
体
は
被
芭
括
宗
教
法
人
に
対
誌
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
被
包
括
宗
教
法
人
の
規
則
的
中
に
、
た
と
え
ば
「
急
括
宗
教
霞
体
の
規
則
中
こ
の
法
人
に
関
係
が
あ
る
事
項
に
関
す
る
競
走
は
こ
の

法
人
に
つ
い
て
も
そ
の
効
力
令
有
寸
る
ぷ
と
の
規
定
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
制
約
関
係
が
笑
効
を
生
ず
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
相
互
規
定
に
は
疑
問
が
あ
る
。
制
約
さ
れ
る
場
合
に
は
、

(
日

ω}

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

…
括
で
は
な
く
、
制
約
さ
れ
る
事
項
を
俄
々
に
規
定

2 

被
怒
話
宗
教
法
人
の
係
謹

被
説
話
関
係
の
廃
止
は
、
憲
法

。
条
の
信
教
の
自
由
に
内
在
す
る
宗
教
団
体
結
成
の
肉
料
自
お
よ
び
そ
の
活
動
の
自
由
に
基
づ
く
も

の
と
し
て
、
当
該
被
怠
括
宗
教
法
人
の
自
体
的
な
選
択
に
ま
か
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、

い
ざ
被
包
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括
宗
教
法
人
が
被
注
括
関
係
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
に
つ
き
対
立
す
る
利
答
を
有
す
る
包
括
宗
教
語
体
の
意
向
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
の
制
約
や
妨
害
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
絃
教
の
自
治
の
精
衿
か
ら
緩
力
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の

の
も
と
、
被
包
括
関
係
の
廃
止
の
際
に
お
け
る
、
説
話
宗
教
問
体
の
制
約
や
人
事
機
の
一
行
使
に
よ
る
被
包
括
関
係
廃
比
に

対
す
る
妨
筈
γ

行
為
を
排
除
す
る
た
め
に
、
宗
教
法
人
法
は
次
の
よ
う
な
規
定
を
震
い
た
。

ま
ず
、
法
二
六
条
一
日
現
後
段
に
お
い
て
、
た
と
え
被
包
銭
宗
教
法
人
の
規
制
問
中
に
、
競
則
変
更
の
手
続
に
つ
い
て
忽
括
宗
教
窪
体
が

定
の
権
限
を
有
す
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
て
も
(
法

項
五
号
、
九
号
、

、
当
該
芭
括
宗
教
団
体
と
の
被
包
括
関
係

条

廃
止
に
係
る
規
制
変
更
の
場
合
に
は
、
包
話
宗
教
語
体
の
権
限
に
関
す
る
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

寸
な
わ
ち
、
通
常
の
捜
則
変
更
に
つ
い
て
は
、
被
包
括
宗
教
法
人
が
包
括
京
教
団
体
か
ら
制
約
事
項
を
規
制
別
に
定
め
た
以
上
は
、
世

俗
的
事
項
と
し
て
龍
括
宗
教
団
体
か
ら
の
制
約
を
認
め
る
が
、
被
包
括
関
係
の
廃
止
に
係
る
譲
別
変
更
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
被
也
括



宗
教
法
人
が
自
ら
規
出
に
定
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
制
約
は
受
け
な
い
と
い

こ
れ
は
、

被
包
括
関
係
の
廃
止
が
信
教
の
昌
也
に
由
来
す
る
宗
教
上
の
事
項
で
あ
り
、

抵
括
宗
教
間
体
の
拘
束
な
し

に
、
本
来
自
闘
に
な
し
う
る
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
を
、
法
律
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
、
法
七
八
条
は
、

「
被
殻
揚
関
係
の
廃
止
を
防
ぐ
こ
と
を
日
的
と
し
て
、
又
は
こ
れ
を
企
て
た
こ
と
を
理

包
揃
宗
教
間
体
に
対
す
る
被
認
揺
関
係
の
廃
正
の
「
通
知
前
に
又
は
通
知
後
二
年
間
に
お
い
て
は
、
当
該
宗
教
法
人
の

資
怯
役
員
そ
の
他
の
役
員
又
は
築
制
約
で
定
め
る
そ
の
他
の
機
関
の
地
位
に
あ
る
者
を
解
任
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
権
限
に
制

設
を
加
え
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
不
科
益
の
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
(
再
開
条
一
環
)
、
こ
れ
に
違
反
し
て
し
た
行

為
は
、
無
効
と
す
る
と
し
て
い
る
(
開
条
二
項
)
。

こ
れ
は
、
「
一
般
に
包
括
宗
教
面
体
が
被
包
括
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
の
任
命
権
、
あ
る
い
は
代
表
投
員
就
任
の
前
提
と
し
て
の
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教
上
の
地
位
に
つ
い
て
の
任
命
権
を
有
し
て
い
る
実
情
に
鑑
み
色
括
宗
教
団
体
が
そ
の
権
販
の
鑑
尽
に
よ
っ
て
被
往
括
関
係
の
廃
止
が

盟
申
一
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
」
た
め
の
翼
定
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

つ

〈
円
叫
〉

て
い
る
。

宗教悶体(7)1話番震後一お;本の場合{鱗ヶ谷〉

て
、
怒
揺
宗
教
団
体
と
の
関
係
で
被
包
括
宗
教
法
人
の
相
対
的
に
弱
い
地
位
を
向
上
さ
せ
る
と
こ
ろ

す
な
わ
、
ち
こ
れ
も
、
被
混
括
宗
教
法
人

ぞ
れ
に
由
来
す
る
被
飽
括
関
係
廃
止
の
良
市
開
〈
兵
体
的
に
は
忽
措
宗
教
間
体

の
拘
束
や
干
渉
会
受
け
な
い

を
実
藤
的
に
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
法

治宝

〈
的
記
〉

て
い
る
二
機
で
あ
る
。

〈
山
初
)
諦
砥
物
部
棋
朝
刊
逐
条
解
説
門
前
教
法
人
法
〔
改
訂
版
〕
』
九
七
貰
ご
九
九
五
年
三
な
お
、
松
江
地
判
昭
和
四
八
年
一
月
二
五

5
・
判
明
袴
六
九
五
号
一
二
O
頁
参
加
照
。

〈
川
公
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
宗
教
法
人
法
令
研
究
会
編
三
一
郎
教
法
人
法
関
係
質
疑
応
答
集
」
三
九
七
七
年
)
問
。
五
頁
、
渡
部
・
議
鋳
設
(
日
制
)
一
一
一
個

a

演
。
な
お
、
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大
{
笈
荘
策
『
宗
教
法
の
研
究
』
七
一
一
一
一
1
七
一
回
頁
(
一
九
七
四
年
)
参
照
。

(
刊
と
鱗
ケ
ハ
合
章
「
被
包
括
関
係
廃
止
に
お
け
る
被
包
括
宗
教
法
人
の
保
護
i
注
+
相
続
事
件
名
古
屋
高
裁
判
決
を
契
機
と
し
て
i
h
名
古
屋
高
判
平
成
九
年
三
月

日
有
利
碍
二
ハ
一
二
号
六
七
頁
参
照
。

七

む
す
び
に
か
え
て

、
信
教
の
自
的
の
ゆ
核
を
な
す
き
わ
め
て
黍
要
な
要
置
で
あ
る
。
こ
れ
が
侵
さ
れ
た
と
き
、
信
教
の
自
由
は
必

ず
、
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
う
っ
。
し
た
が
っ
て
、
期
家
は
も
と
よ
り
、

aM的
宗
教
団
体
紘
一
寸
こ
の
自
律
権
を
侵
害
す
る
可
能
性
の
あ

る
立
場
に
あ
る
も
の
は
、
ゆ
め
ゆ
め
そ
の

い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
に
お
い
て
、
宗
教
関
体
の
側
も
、

ょ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

醸
の
も
の
で
あ
る
。
宗
教
間
体
に
お
い
て
こ
の

}
と
が
あ
っ
た
場
合
、
ぞ
れ
は
手
痛

い
し
っ
ぺ
返
し
と
な
っ
て
返
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
、
向
閥
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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